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午前１０時００分 開会

────────────────────────────────────

◎開会宣告

本日をもって招集されました令和２年第１回遠軽町議会定例会を○議長（前田篤秀君）

開会します。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

直ちに、本日の会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎諸般報告

会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。○議長（前田篤秀君）

御報告いたします。○議会事務局長（菊地 隆君）

ただいまの出席議員は、１６人であります。

本日の列席者は、佐々木町長、河原教育長、村瀬代表監査委員であります。

次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の令和元年度例月出納検査の結果、議長の執務及び閉会中における各委員会等の活動状況

につきましては、別紙印刷の上、お手元に配付のとおりであります。

なお、説明員につきましては、案件により、参事、主幹及び総合支所の課長等が入るこ

ともありますので御了承願います。

次に、本定例会の日程は第３５までとなっております。

なお、追加議案等が予定されておりますので、あらかじめ御連絡を申し上げておきま

す。

以上で報告を終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。○議長（前田篤秀君）

本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、３番佐藤議員、今村議

員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定について

日程第２ 会期の決定についてを議題とします。○議長（前田篤秀君）

本件について、議会運営委員長の報告を求めます。

阿部議会運営委員長。

－登壇－○議会運営委員長（阿部君枝君）

御報告いたします。

本日をもって招集されました令和２年第１回遠軽町議会定例会の会期につきましては、
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３月２日午後２時より議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日から３月１３日までの

９日間と決定いたしました。

なお、３月７日から８日までの２日間は、休日のため休会とします。３月９日から１２

日までの４日間は、予算審査のため休会といたします。

追加議案、意見書などについては、それぞれ調整の上、３月１１日午後５時までに議長

へ提出されるようお願いいたします。

以上、御報告申し上げます。

お諮りします。○議長（前田篤秀君）

本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から３月１３日までの９日間に

したいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、会期は、本日から３月１３日までの９日間とすることに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 令和２年度施政執行方針及び提出案件要旨並び

に令和２年度教育行政執行方針

日程第３ 令和２年度施政執行方針及び提出案件要旨並びに令和○議長（前田篤秀君）

２年度教育行政執行方針を行います。

佐々木町長。

－登壇－○町長（佐々木修一君）

令和２年第１回遠軽町議会定例会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中御

参集をいただき、厚くお礼を申し上げます。

初めに、令和元年第８回遠軽町議会定例会以降における行政について、御報告をいたし

ます。

まず、高規格幹線道路と遠軽道の駅「遠軽森のオホーツク」についてでありますが、昨

年１２月２１日に旭川・紋別自動車道の遠軽瀬戸瀬ＩＣから遠軽ＩＣまでの区間が開通

し、翌２２日には、道の駅「遠軽森のオホーツク」がオープンしました。

２１日は、国会議員を初め、多くの皆様の参加をいただき、遠軽ＩＣ開通の記念式典、

渡り初め及び道の駅の落成式を兼ねた祝賀会が開催されたほか、道の駅のオープニングイ

ベントも開催し、遠軽ＩＣの開通と道の駅のオープンを祝ったところであります。

次に、遠軽町が製材を提供した２０２０東京オリンピック・パラリンピック競技大会選

手村ビレッジプラザの内覧会が１月２９日に開催され、私が出席してまいりました。

内覧会には、事業協力者として決定を受けた全国６３の自治体が参加し、森喜朗東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長、小池百合子東京都知事及び本郷浩

二林野庁長官からの挨拶の後、関係者の案内により施設内を見学してきたところでありま

す。
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遠軽町が提供した製材には、一本ずつ「遠軽町」と刻印されており、遠軽町を広くＰＲ

できるものと期待しております。

なお、大会終了後には製材が返還されるため、今後その活用方法について、検討してま

いります。

次に、ＪＲ問題についてでありますが、北海道では、「持続的な鉄道網の確立に向けた

基本的な考え方」を年度内に策定し、国へ提言する予定であることから、１月３０日に石

北本線沿線自治体会議が北見市で開催され、北海道と提言内容に関する意見交換を行って

まいりました。

策定される「基本的な考え方」は、ＪＲ北海道の徹底した経営努力を前提に、経営自立

に向けて中心的な役割を担う国に求める事項や地域としての協力・支援のあり方などにつ

いて、広域自治体である北海道としての考え方を整理するものであり、今後、持続的な鉄

道網の確立に向け、オール北海道で取り組んでいくこととしております。

本町としましては、引き続き、道、管内の期成会石北本線部会を初め、関係団体とも連

携を図り、粘り強くこのＪＲ問題に対応してまいります。

次に、観光についてでありますが、町内で３番目の道の駅となる「遠軽森のオホーツ

ク」がオープンしました。

来場者は、オープンから２カ月で延べ１０万人を超えており、スキーやスノーボード、

地域の食材を生かした料理などを楽しんでいただいているところであります。

今後も、ゲレンデと遠軽とオホーツクの魅力を発信する道の駅として、地域のさまざま

な魅力を道内外に発信してまいります。

なお、この道の駅は、北海道開発局網走開発建設部と災害時における防災拠点化に関す

る協定を締結しており、自然災害が発生または発生のおそれがあるときは、地域住民及び

道路利用者の避難支援及び安全確保を図ることとしております。

次に、２月２３日に開催を予定しておりました第３５回記念湧別原野オホーツククロス

カントリースキー大会は、例年にない雪不足の影響で、残念ながら中止となりました。

この大会は、冬期の地域活性化に寄与するイベントであることから、来年度も開催して

いくこととしておりますので、町民及び議員の皆様には、引き続き御支援と御協力をお願

い申し上げます。

次に、要望関係についてでありますが、高規格幹線道路旭川・紋別自動車道の遠軽瀬戸

瀬ＩＣから遠軽ＩＣまでの区間が開通となったことから、１月２４日に高規格幹線道路旭

川・紋別自動車道早期建設促進期成会として、計画区間「遠軽～上湧別」の計画段階評価

の早期着手について、緊急の要望を行ってまいりました。

今後も、急激な人口減少や少子高齢化の進展など、地域が抱える課題を解消するととも

に、国土強靭化を推進する上で必要な道路予算の確保について、要望を行ってまいりま

す。

次に、令和２年度予算を初め、関連する議案を御審議いただくに当たり、町政執行に対
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する基本的な姿勢と考え方について申し上げます。

現在、我が国は、人口減少や少子高齢化が進展し、力強い持続的な経済成長をなかなか

実現できない状況の中、国においては過去、幾多の政策が実施されておりますが、残念な

がら地方は、現在もなお厳しい状況が続いております。

また、合併市町村の優遇策である地方交付税の合併算定替えが今年度で終了することに

より、地方交付税が減少する中、遠軽町が歴史を刻み続け、未来を切り開いていくために

は、しっかりとした財政基盤の構築が必要であります。

このような状況の中、令和時代のまちづくりには、これまでの常識に捉われない新しい

発想で、世の中の変化や町民の皆様のニーズに的確に対応していく必要があると感じてお

ります。

私は、今後も、常に危機感を持ち財政秩序を保ちながら、まちづくりを展開していくと

ともに、公約であります「元気で愛情あふれるまちづくり」の実現に向け、町民の皆様と

ともに考え、ともに行動し、柔軟な発想と創意工夫、責任と決断を持って町政に取り組ん

でまいります。

また、山積する課題への対応はもとより、地場産業の振興、医療、福祉、教育などを充

実させ、人口減少を最小限に抑制するとともに、大型案件の事業にも取り組み、第２次遠

軽町総合計画の将来像である「森林と清流 つくる・つながる にぎわいのまち」を目指

してまいりますので、町民並びに議員の皆様には、引き続き、御支援と御協力をお願い申

し上げます。

令和２年度予算は、高規格幹線道路が遠軽ＩＣまで開通し、道の駅「遠軽森のオホーツ

ク」がオープンしたことから、オホーツクの玄関口として、観光情報等の発信を強化する

とともに、地域経済の活性化につなげてまいります。

また、中心市街地に新たなにぎわいと町民の交流の場を創出する遠軽町芸術文化交流プ

ラザについては、愛称とロゴマークが決定し、今年度の完成、来年度のオープンに向け、

具体的な開館記念事業について検討を進めてまいります。

さらに、遠紋地域の中心地としての役割を果たすため、医療の確保と教育の充実を図る

とともに、第１次産業を初めとした担い手や雇用を確保し、地域資源を生かした産業の充

実など、将来にわたり住み続けたいと思うまちづくりを基本として、予算編成を行ったと

ころであります。

次に、令和２年度に実施します主な施策について、総合計画の六つの基本方針に基づい

て申し上げます。

一つ目の「人と自然に思いやりのあるまちづくり」については、便利な社会生活は環境

に負荷を与えることを忘れず、自然を大切にしたまちづくりに取り組んでまいります。

森林については、水源のかん養、国土の保全、地球温暖化防止、更に木材の生産などの

多面的機能を有しており、大切な自然環境を守るため、計画的かつ長期的な森林整備を

行ってまいります。
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また、白滝ジオパークについては、それぞれの地域にある歴史や文化、自然を彩る大地

の遺産を活用、保全する活動を推進するとともに、更なる情報発信に努めてまいります。

河川については、景観や生態系の保全、都市における潤いと安らぎを与える親水空間と

して有効に活用されていますが、一方では氾濫などの災害要因ともなることから、町河川

の氾濫を防止し、災害に対する安全性の向上を図るため、トーウンナイ川河川維持工事を

実施してまいります。

なお、道河川の整備については、サナブチ川において道道遠軽雄武線更生橋から上流、

黄金橋の間にて河道整備が予定されています。

町道については、生活道路の安全性や居住環境の整備に配慮するとともに、緊急度を考

慮し、岩見通、南町４丁目１号通、宮前２条通の道路舗装工事を実施してまいります。

また、冬期間の適正な管理を行うため、日常のパトロール等の強化及び作業の効率化を

図るため、除雪ドーザを購入し、除排雪の充実に取り組んでまいります。

交流人口の増加など地域経済の活性化に大きく期待される高規格幹線道路旭川・紋別自

動車道及び地域高規格道路遠軽北見道路の整備については、引き続き、関係機関に要請を

行ってまいります。

道道の整備については、遠軽安国線において町道豊里若松間道路から町道東２線道路ま

での区間、約２５０メートルの歩道及び防雪柵の整備が予定されています。

また、いわね大橋については、平成３０年７月４日に被災して以来、通行どめとなって

おりますが、１月に最終工程である鋼製の橋桁を架設する工事が発注され、工期は８月末

とされております。

被災から２年の歳月を経て、いよいよ開通の目途が立ったことを大変喜ばしく思うとと

もに、工事関係者を初めとする関係各位のさらなる御尽力により無事に工事が完了し、１

日も早く開通できることを強く望むところであります。

公共交通については、少子高齢化が進む中、町民の暮らしに必要な移動手段を確保する

交通ネットワークの構築が重要となってまいります。

生田原地域において、デマンド型乗合タクシーを引き続き運行し利便性の向上に努める

とともに、民間バスについても、引き続き、事業者に対する運行助成を行い、生活に欠か

せない公共交通の確保に努めてまいります。

二つ目の「安全・安心で住み心地のよい暮らしの場づくり」については、住まいや暮ら

しを取り巻く生活環境の充実により、心地よい暮らしの場としての役割を更に向上させて

まいります。

また、快適性や利便性を向上させる一方で、各種災害、犯罪などのさまざまな危険に対

する備えを確立し、安全・安心な暮らしの場づくりを進めてまいります。

住宅環境の向上については、「住生活基本計画」「町営住宅長寿命化計画」に基づき、

末広団地公営住宅の長寿命化改修工事に着手するなど、これからも地域に合った適正な管

理を行ってまいります。
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上下水道の充実については、台風や豪雨時の際にも安定した浄水処理を継続するため、

清川浄水場滞水池の建設に着手するとともに、導水管・配水管の整備を行い、安全で安心

な水道水の供給に努めてまいります。

また、生活環境の改善や雨水、浸水対策を図るため、下水道管渠整備及び遠軽下水処理

センター整備事業を進めてまいります。

防災体制の充実については、今まで想定していない局所的な自然災害が、近年、全国各

地で起きています。

このため、関係機関等と連携した災害対策本部要員による図上防災訓練を実施するとと

もに、防災対策等の機能強化及び自助、共助など住民意識の高揚や防災体制の整備、強化

を図ってまいります。

また、近年は、暴風雪災害による事故防止のため、早目の交通規制等が行われることか

ら、町民等に対する災害情報の周知、避難所の開設及び停電対策等の迅速な対応が求めら

れております。

このため、災害に備えた非常用食糧等を購入し、避難住民の安全確保に努めるほか、災

害現場及び避難所等との連絡手段となる防災行政無線のデジタル化工事が今年度に完成

し、運用を開始いたします。

ごみ処理の充実については、持続可能な循環型社会を実現するため、ごみの減量化、再

利用・再資源化を進め、旭野一般廃棄物最終処分場の延命化を図るとともに、遠軽地区広

域組合が主体となり、新たなリサイクル施設及び一般廃棄物最終処分場の整備を進めてま

いります。

三つ目の「活気と創造性にあふれ、未来につながる産業づくり」については、近年激し

さを増す自然災害、慢性的な人手不足などにより、町内の産業を取り巻く環境は、厳しい

状況にありますが、産業にかかわる多様な主体と連携・協力しながら知恵を出し合い、活

気と創造性にあふれた未来につながる産業づくりを進めてまります。

本町の基幹産業である農業については、高齢化の進む中、担い手確保に取り組むととも

に、農業者個々の経営安定を図ってまいります。

担い手確保については、遠軽町農業担い手対策協議会において、新規就農及び後継者対

策の強化を図り、農業融資利子補給事業により、中核農業者の経営の安定化に資するため

の助成を行うとともに、農業資金貸付事業により、農業者の経営改善に努めてまいりま

す。

また、アスパラを初めとする奨励作物の品質向上対策と出荷体制の効率化を図るための

支援も行ってまいります。

畜産関係では、自給飼料基盤を確立するため、草地の整備や更新を進めるとともに、家

畜防疫対策事業、酪農ヘルパー利用推進事業により、経営安定、ゆとりある農業経営を確

立するとともに、担い手、後継者対策を図ってまいります。

農業農村整備対策については、農地中間管理事業や多面的機能交付金を活用し、農家の
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経営安定を図るとともに、農村地区における永続的な農業経営につなげていくため、豊里

地区に続き、新たに若咲内地区の営農飲雑用水整備事業に取り組んでまいります。

鳥獣被害対策については、遠軽町鳥獣被害防止計画に基づき、猟友会の協力のもと、エ

ゾシカ、ヒグマなどの駆除・捕獲を実施し、農林産物の被害防止に努めてまいります。

林業の振興については、民有林振興対策事業などに対し助成するとともに、関係団体と

連携し、林業の担い手対策に取り組むほか、町有林の適正な管理と整備を行ってまいりま

す。

また、北海道家庭学校にある１９６４東京オリンピックゆかりの展示林については、子

どもたちが展示林から採取した種から育てた苗木を用いて、オリンピックイヤーである本

年中に植樹祭を開催し、緑の循環を通じて林業の振興に努めてまいります。

さらに、森林環境譲与税については、森林整備の推進として適切な経営管理の確保を図

るための意向調査を初め、人材育成・担い手確保対策、木材利用の促進、普及啓発活動な

ど、森林行政の推進につながる事業への活用を行ってまいります。

商工業の振興については、地域経済の活性化を図るため、中小企業者に対する融資制

度、店舗近代化や特産品開発への支援制度等を継続し、遠軽町全域の商工業の発展を目指

してまいります。

観光と物産の振興については、各地域で開催される観光イベントへの支援を行うほか、

道の駅「遠軽森のオホーツク」におけるアクティビティの整備、えんがるロックバレース

キー場のゲレンデ拡幅を行うなど、魅力ある観光地づくりを進めてまいります。

四つ目の「住みなれたところで健やかに暮らせる生活づくり」については、町民誰も

が、最も住みなれた場所で生涯をいきいきと健やかに暮らしたいと願っております。

そのためには、誰もが健康で生きがいをもち、地域ぐるみで互いに支えあう、優しいま

ちづくりが必要であることから、地域ぐるみでのつながりや支援体制づくりなどを進めて

まいります。

保健対策の充実については、健康診断や各種検診への参加を積極的に呼びかけ、病気の

予防と早期治療を促すとともに、関係機関との連携を強化し健康増進、保健予防の普及に

向けた環境づくりに取り組んでまいります。

地域医療の確保については、住みなれた場所で安心して医療を受けられるよう、関係機

関と連携を図り、医師を初め医療機関や診療体制の確保に努めてまいります。

子育て環境の充実については、今年度から新たな５年間の事業計画となる「第二期子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、遠軽町子ども・子育て会議におけるさまざまな子育

てに関する議論を踏まえ、次世代育成への取り組みを推進してまいります。

高齢者福祉の充実については、高齢者の生活実態を把握し、高齢者が住みなれた場所で

生きがいを持ちながら健康に暮らせる環境づくりを進めてまいります。

また、高齢者交通費助成事業を継続し、高齢者の余暇活動や社会参加活動を促進してま

いります。
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障害者（児）福祉の充実については、関係団体と連携し、障害福祉サービスに取り組ん

でまいります。

五つ目の「文化を守り、未来につなげるふるさとづくり」については、将来を担う人材

を育てることは長期的・継続的に取り組まなければならない重要な課題です。

地域の特性を生かした個性あふれる学習など地域ぐるみで、ふるさとを支える人づくり

を進め、町民一人一人が、心身ともに豊かな生活を送り、生き生きと暮らすことができる

よう、子どもから高齢者まで、生涯を通じてみずからの意志や意欲に応じたさまざまな学

習ができる環境を整えます。

また、地域内外との交流や各種文化財など地域の遺産の保全・活用を通じて、ふるさと

への誇りと愛着を醸成するとともに、未来につなげるふるさとづくりを進めてまいりま

す。

子ども教育の充実については、地域性を生かした特色ある教育を推進し、子どもの「生

きる力」と「郷土を愛する心」を育むとともに、安全・安心に学習できる環境づくりに努

めてまいります。

家庭教育の充実については、学校、地域社会との連携強化や家庭教育情報の発信など、

家庭教育の支援や父母・親子の交流などを通じた情報交換の場づくり、学習の場づくりを

提供してまいります。

社会教育の充実については、各世代が学べる学習機会の充実と情報発信、指導者や各団

体の拡充・支援に努めてまいります。

芸術・文化活動の振興については、芸術・文化活動を継承・拡大していくための事業展

開を進め、各団体が連携して活動の活性化を図るための支援に努めてまいります。

スポーツ・レクリエーション活動の充実については、いつでも気軽にスポーツ活動に取

り組める環境づくりを進め、体育関係団体と連携し、各種スポーツ教室や大会の開催など

の拡充を図ります。

また、えんがる球技場やロックバレースキー場などの体育施設の利用促進とスポーツ大

会・合宿の受け入れ体制を一層充実させ、交流人口の拡大に努めてまいります。

六つ目の「町民と町が気軽に対話できるまちづくり」については、協働のまちづくりを

進めるには、町民と町が対話による相互理解が重要です。

このため、コミュニティー活動や自発的なまちづくり活動を促すとともに、さまざまな

媒体や機会を通して情報の共有や対話の機会をさらに充実させ、まちづくりに反映してま

いります。

また、町が自主性・自立性を発揮し、安全・安心の地域社会づくりや地方創生の取り組

みを進めていくためには、効率のよい財政運営と安定した財源の確保による財政基盤の確

立が不可欠であり、今後も安定した地方財源の確保のため、地方交付税の確保について、

強く訴えていかなければならないと考えております。

行政改革については、ＰＤＣＡサイクルにより各種事業を管理し、目標達成に向け取り
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組み、行政サービスの維持向上を目指す一方、事業の効率化に努めてまいります。

情報発信の充実については、町民と町のパートナーシップを構築し、対話により意見を

反映するまちづくりにも取り組んでまいります。

陸上自衛隊遠軽駐屯地については、災害支援やさまざまなイベントへの協力など、この

周辺地域とってなくてはならない存在であり、本町においても医療、福祉、教育などのま

ちづくりに重要な役割を担っており、協働のまちづくりを推進するため、関係団体と連携

を図り、存置活動に積極的に取り組んでまいります。

コミュニティー活動については、地域の活性化に重要な役割を担っていただいている自

治会等のコミュニティー活動に対して積極的なサポートに努めてまいります。

以上、令和２年度の町政執行に対する所信と主な施策について申し上げました。

次に、令和２年度予算案について御説明申し上げます。

一般会計については、義務的経費は、人件費、公債費の増により、前年比５.８％の

増、投資的経費は、遠軽町芸術文化交流プラザの建設工事等により、前年比６３.３％の

増、その他の経費は、物件費等の減により、前年比２.４％の減となり、総額で前年比１

６.８％増の１９５億９,１００万円としたところです。

また、特別会計については、国民健康保険特別会計２１億７,５６０万８,０００円、後

期高齢者医療特別会計３億４,３６９万７,０００円、介護保険特別会計２１億４,８３７

万６,０００円、個別排水処理事業特別会計７,７３０万３,０００円の４会計で４７億４,

４９８万４,０００円とし、企業会計については、水道事業会計１４億７,９３３万６,０

００円、下水道事業会計１８億４,１３０万６,０００円としたところです。

これによりまして、一般会計、特別会計及び企業会計を合わせた令和２年度予算は、前

年比１２.０％増の２７６億５,６６２万６,０００円としたところです。

次に、一般会計予算の概要について申し上げます。

歳入については、令和２年度地方財政計画に基づき、本町の実情を踏まえ収入見込額を

計上したところです。

町税については、個人町民税では、農業者の設備投資により所得割の額が減少したた

め、前年比０.６％減とし、法人町民税では、税制改正により、法人税割が令和元年１０

月から開始する事業年度の税率が１２.１％から８.４％となり、前年比９.７％減とした

ところです。

また、固定資産税は評価がえの第３年次のため、土地変動はほとんど生じず、新築家屋

及び水力発電施設等の償却資産軽減終了分を見込み、前年比０.９％の増としておりま

す。

たばこ税は、健康志向によるたばこ離れにより、販売本数の減少が予想されることか

ら、前年比６.３％減としております。

これによりまして、町税総額は前年比０.６％減の２１億２,６０４万９,０００円を計

上したところです。
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地方交付税については、地方財政計画に基づき計上したところです。

国庫支出金及び道支出金については、各補助事業などに対する可能な収入を見込み計上

したところです。

町債については、地方債計画により、今年度計画しております投資的事業等の財源とし

て、また、交付税の財源不足分に対処する臨時財政対策債を見込み計上したところです。

次に、歳出の主なものについて申し上げます。

総務費については、ラジオ局の放送機器が更新時期となるため、２カ年の継続事業の整

備費、石北本線市町村支援金、遠軽町芸術文化交流プラザの整備等に係る経費等を計上し

たところです。

戸籍住民基本台帳費では、戸籍電算システムの改修に要する経費を計上したところで

す。

交通対策では、交通安全推進事業、地域生活安全灯（ＬＥＤ灯）改修工事、町内生活交

通路線の運行に係る民間バス事業者の支援、町営バス運行事業、紋別空港利用促進事業、

地域公共交通事業に要する経費等を計上したところです。

自治振興では、住民活動支援事業、地域集会施設管理事業、安全安心まちづくり事業に

要する経費等を計上したところです。

民生費については、民生委員児童委員協議会や遺族会への補助、保健福祉総合センター

や高齢者共同生活支援施設等の福祉施設の運営を初め、社会福祉協議会の運営や老人クラ

ブ等福祉団体の活動の支援、高齢者、障害者（児）の支援に要する経費、児童、乳幼児等

への福祉施策、子ども・子育て支援事業に要する経費等を計上したところです。

衛生費については、町民の健康づくりを積極的に推進するための活動費、妊産婦健診事

業、母子保健推進事業、予防接種事業、健康診査事業、地域医療対策として、湧別町及び

佐呂間町との遠軽地区３町による遠軽厚生病院の不採算診療科に対する財政支援、医科診

療所及び歯科診療所の運営に要する経費を計上したところです。

また、今年度から供用を開始する合葬墓の維持管理に要する経費及び墓地周辺の整備工

事に要する経費等を計上したところです。

労働費については、季節労働者の生活安定を図るための経費等を計上したところです。

農林水産業費の農業振興では、農産物栽培奨励事業、農業関係団体助成事業、農業担い

手対策事業、農業・畜産関連融資利子補給事業、農業資金貸付事業、家畜防疫対策事業、

酪農ヘルパー利用推進事業、畜産担い手育成総合整備事業、畜産関係団体助成事業、公共

牧場管理事業、多面的機能支払事業、畑地帯総合整備事業、営農飲雑用水整備事業に要す

る経費等を計上したところです。

林業振興では、鳥獣被害防止対策に要する経費、町有林整備事業、民有林振興対策事

業、森林・林業活用事業に要する経費等のほか、森林経営管理事業に要する経費を新たに

計上したところです。

商工費については、商工会議所及び商工会の運営を支援する経費、中小企業の振興を支
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援するための商工業融資利子補給事業、商店街助成事業、企業振興促進助成事業、物産振

興事業に要する経費等を計上したところです。

消費対策では、消費者協会の運営を支援する経費、消費者被害防止を図るための経費等

を計上したところです。

観光振興では、観光協会の運営を支援する経費、地域の観光イベントに対する補助経費

等を計上したところです。

観光施設整備では、生田原コミュティセンターの厨房機器更新、いこいの森のバンガ

ロー整備、白滝ふるさとの駅トイレの改修に要する経費等を計上したところです。

また、道の駅「遠軽森のオホーツク」関係では、遊具施設の整備に関する経費のほか、

ロックバレースキー場におけるゲレンデ拡幅、管理用道路、ドッグラン、サマーゲレンデ

の整備に要する経費を計上したところです。

土木費の道路関係では、岩見通道路改良舗装工事、南町４丁目１号通道路改良舗装工

事、宮前２条通道路改良舗装工事、除雪対策として除雪ドーザの購入に要する経費等を計

上したところです。

都市計画費の街路関係では、３・４・３役場通交通バリアフリー歩道整備工事に要する

経費等を計上したところです。

公営住宅関係では、北区団地公営住宅建設工事設計業務委託、末広団地公営住宅長寿命

化改修工事に要する経費等を計上したところです。

消防費については、遠軽地区広域組合消防負担金として、災害出動に要する経費等を計

上したところです。

防災対策事業では、災害備蓄品、防災行政無線移動系設備デジタル化整備工事、北海道

総合行政情報ネットワーク設備更新整備工事負担金に要する経費等を計上したところで

す。

教育費については、学校環境の整備、学校教育における諸活動、学校教育のための教材

教具の充実及び学校行事負担金、遠軽高等学校教育振興補助金に関する経費等を計上した

ところです。

また、学校における働き方改革を進めるために、校務支援システムの導入に要する経費

を計上したところです。

学校施設整備では、安国小学校地下タンク改修工事、南小学校遊具設置工事、南中学校

バリアフリー改修工事などに要する経費等を計上したところです。

学校給食関係では、生田原学校給食センターボイラー改修工事に要する経費等を計上し

たところです。

社会教育関係では、生涯学習機会の充実、社会教育関係団体や人材の育成、埋蔵文化財

センターの運営に要する経費等を計上したところです。

また、来年度にオープンする遠軽町芸術文化交流プラザの開館に向けた指定管理に係る

経費を計上したところです。
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図書館関係では、各図書館（室）間の連携を図り、蔵書の充実と読書の普及促進に努め

るとともに、遠軽町図書館を中心に親しまれる図書館（室）として管理運営するための経

費等を計上したところです。

社会体育関係では、社会体育施設指定管理料、健康増進や体力づくりに要する経費、ス

ポーツ団体等の支援に要する経費、スポーツ合宿誘致活動補助金に要する経費を計上した

ところです。

次に、特別会計について申し上げます。

国民健康保険特別会計については、平成３０年度から都道府県が国民健康保険事業の財

政運営の責任主体となっておりますが、引き続き、町民の健康維持増進のため、特定健診

や保健指導等を積極的に行い、生活習慣病予防等に努め、医療費の適正化に取り組んでま

いります。

歳入については、国民健康保険税、道支出金、一般会計からの繰入金等を計上し、保険

財政の安定、被保険者間の不公平感が生じないよう国民健康保険税の収納向上に努め、北

海道全体で事業を支えていかなければなりません。

また、歳出については、療養給付費、高額療養費、保険事業納付金及び特定健康診査等

に係る経費等を計上したところです。

後期高齢者医療特別会計については、北海道後期高齢者医療広域連合により運営され、

本町の対象者４,０３２人が加入しているものであり、歳入については、同広域連合が示

す保険料、一般会計からの繰入金等を計上し、歳出については、同広域連合納付金及び事

務経費を計上したところです。

介護保険特別会計については、第７期介護保険事業計画に沿って事業を執行してまいり

ます。

歳入では、保険料収入について、第１号被保険者を７,２７８人と見込み、また、国・

道支出金、支払基金交付金等を計上し、歳出については、遠軽地区介護認定審査会に要す

る経費、保険給付費及び介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費等を計

上したところです。

個別排水処理事業特別会計については、遠軽町全域において、公共下水道処理区域外の

個別排水処理施設の整備を推進してまいります。

歳入については、使用料及び手数料、町債等を計上し、歳出については、維持管理費、

浄化槽設置工事等に要する経費を計上したところです。

次に、水道事業会計予算について申し上げます。

今年度の業務量は、給水戸数を９,２０７戸と予定し、収益的収入では、水道料等５億

７,４６９万５,０００円、収益的支出では、施設の維持管理費、一般事務等の経費とし

て、５億７,４３７万５,０００円を予定したところです。

また、資本的収入では、企業債、国庫補助金等６億９,６９９万８,０００円、資本的支

出では、清川浄水場滞水池建設工事、川岸団地２号通ほか水道管布設工事、生田原安国導
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水管移設工事等水道管工事及び企業債償還金等９億４９６万１,０００円を計上したとこ

ろです。

次に、下水道事業会計予算について申し上げます。

今年度の業務量は、排水戸数を６,８２７戸と予定し、収益的収入では、下水道使用料

等１０億１,７９２万７,０００円、収益的支出では、施設の維持管理費、一般事務等の経

費として、９億６,７８０万８,０００千円を予定したところです。

また、資本的収入では、企業債、国庫補助金等５億１,４０８万９,０００円、資本的支

出では、市街地３４号線通公共下水道工事、川岸団地２号通ほか公共下水道工事などの管

渠工事、遠軽下水処理センター汚泥貯留槽建設工事及び企業債償還金等８億７,３４９万

８,０００円を計上したところです。

次に、本議会に提案いたしました議案について御説明申し上げます。

議案第１号表彰については、遠軽町表彰条例に該当いたします対象者の表彰について、

議会の議決を求めるものです。

議案第２号第２次遠軽町総合計画後期基本計画を定めることについては、第２次遠軽町

総合計画後期基本計画を定めたいので、遠軽町議会基本条例第１１条第１号の規定によ

り、議会の議決を求めるものです。

議案第３号遠軽町監査委員条例及び遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条

例の一部改正については、地方自治法の一部改正に伴い、引用条項を整理するため、本条

例を定めるものです。

議案第４号遠軽町印鑑条例の一部改正については、印鑑登録証明事務処理要領の一部改

正に係る追加等の通知に伴い、印鑑の登録を受けることができない者の資格を改正するほ

か、所要の規定を整備するため、本条例を定めるものです。

議案第５号遠軽町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正については、会計年度任用

職員の服務の宣誓に関する規定を整備するため、本条例を定めるものです。

議案第６号遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正については、選挙長等の報酬の額を国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

第１４条第１項に定める額に改定するため、本条例を定めるものです。

議案第７号遠軽町固定資産評価審査委員会条例の一部改正については、行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、電子情報処理組織を使用して

弁明された場合の正副本の取り扱いが同法において規定されたため、本条例を定めるもの

です。

議案第８号遠軽町へき地保育所条例の一部改正については、令和２年３月３１日をもっ

て瀬戸瀬保育所を廃止するため、本条例を定めるものです。

議案第９号遠軽町老人憩の家条例の一部改正については、令和２年３月３１日をもって

安国老人憩の家を廃止するため、本条例を定めるものです。

議案第１０号遠軽町介護保険条例の一部改正については、令和元年１０月の消費税率の
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引上げに鑑み、低所得の第１号被保険者における介護保険料の軽減を強化するため、本条

例を定めるものです。

議案第１１号遠軽町町営住宅管理条例の一部改正については、民法の一部改正に伴い、

町営住宅の入居決定者から徴取する請書に連帯保証人の連署を不要とするほか、所要の規

定を整備するとともに、日進団地駐車場の使用料を定めるため、本条例を定めるもので

す。

議案第１２号遠軽町定住促進住宅管理条例の一部改正については、民法の一部改正に伴

い、定住促進住宅の入居決定者から徴取する請書に連帯保証人の連署を不要とするほか、

所要の規定を整備するため、本条例を定めるものです。

議案第１３号遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、放課後児童支援員の資格要件である放課後児童支援員認定資格研修の受講の猶予

期間を延長するため、本条例を定めるものです。

議案第１４号遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例の一部改正について

は、制限措置の対象となる行政サービス等を整理するため、本条例を定めるものです。

議案第１５号遠軽町道の駅遠軽森のオホーツク条例の一部改正については、えんがる

ロックバレースキー場に設置する遊具等施設の使用料を定めるため、本条例を定めるもの

です。

議案第１６号町道路線の変更については、町道用地の取得に伴い、町道路線を変更する

ことについて、道路法第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるものです。

次に、議案第１７号令和元年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）の主なものについ

て、御説明いたします。

歳入については、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出金、道支出金、繰越金、町債

などについて、事務事業の確定等により精査し、補正するものです。

寄附金については、寄附者の御意思に沿いまして、それぞれ目的の基金に積み立てをす

るものです。

歳出については、北海道派遣職員負担金、紋別空港利用促進協議会負担金、森林環境譲

与税基積立金、施設型給付費負担金、畜産担い手育成総合整備事業負担金、安国地区道営

土地改良事業負担金、企業振興促進補助金、ＧＩＧＡスクールに係る児童生徒のパソコン

の整備に係る備品購入費及び環境整備工事等に要する経費を計上するとともに、事務事業

の執行精査等により補正するものです。

議案第１８号令和元年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）については、

一般被保険者療養費保険者負担金の増加により、一般被保険者療養費等を補正するもので

す。

議案第１９号令和元年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

は、被保険者数及び賦課額の増加により、広域連合保険料負担金を補正するものです。
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議案第２０号令和元年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第４号）については、介護

サービス等給付費、高額介護サービス等費、配食サービス事業委託料等を精査し、補正す

るものです。

議案第２１号令和元年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正予算（第１号）、議案第

２２号令和元年度遠軽町水道事業会計補正予算（第２号）及び議案第２３号令和元年度遠

軽町下水道事業会計補正予算（第２号）については、事務事業の執行精査により、補正す

るものです。

以上が、本議会に提出をいたしました議案の大要です。

なお、工事請負契約の変更契約の締結については、追加議案を予定しておりますので、

あらかじめ、御承知おきくださいますようお願い申し上げます。

御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願い申し上げまして、令和２年度施政執行方針及び提出案

件要旨の説明といたします。

また、直近の行政について、追加で御報告させていただきます。

新型コロナウイルス感染症への対策についてでありますが、現在、道内で感染が拡大

し、多くの感染者が報告されていることから、道民を挙げて感染拡大を防ぐ取り組みが必

要となっております。

こうした中、子供たちを感染のリスクから守るため、２月２６日に北海道知事から道内

の小・中学校について、休業の要請があり、本町では、２月２７日午後から３月４日ま

で、町内全ての小・中学校を休業とし、保育所、児童館、母子通園センター及び学童保育

事業におきましても、同様に閉所としたところであります。

また、町主催の屋内で開催する５０人以上の不要不急の会議等については、３月１１日

まで延期または中止することとしたところであります。

２月２８日には、北海道知事から「新型コロナウイルス緊急事態宣言」が発表され、感

染拡大のスピードを抑えるため、週末の外出自粛の要請があり、２月２９日及び３月１日

について、教育施設、観光施設等を休館したところであります。

なお、一部の施設については、３月１１日まで引き続き休館としているところでありま

す。

施設を利用する皆様におかれましては、御迷惑おかけしておりますが、御理解と御協力

をお願いいたします。

さらに、２月２８日に全国の小・中学校、高等学校等を春休みまで休業するよう国から

要請があり、町内全ての小・中学校につきましては、引き続き、本日から春休みまで休業

としたところであります。

なお、保護者の負担等を考慮し、保育所等につきましては、本日から通常の体制として

おります。

しかしながら、感染状況は日々変化しており、突然、町の対応が変化することもありま
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すので、あらかじめ御留意いただきますようお願い申し上げます。

今回の感染症により亡くなられた方、治療を受けておられる方に対し、心よりお悔や

み、お見舞いを申し上げます。

本町では、２月２８日の北海道知事の緊急事態宣言を受け、翌２９日に「遠軽町感染症

対策本部」を設置し、情報の収集を行うとともに、施設の休館、イベント等の中止または

延期を行い、健康被害を最小限に抑える取り組みを進めているところであります。

町民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえ、感染の不安

から適切な相談をせず医療機関を受診することや、感染しやすい環境に行くことを避けて

いただくようお願いいたします。

また、手洗い、咳エチケットを徹底し、風邪症状があれば、外出を控えていただくよ

う、重ねてお願い申し上げます。

今後におきましても、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づき、国

・道と相互に連携し、地域の実情に応じた適切な対策を講じてまいります。

以上で、追加による行政の報告とさせていただきます。

１１時０５分まで、暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午前１０時５３分 休憩

──────────────

午前１１時０４分 再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

河原教育長。○議長（前田篤秀君）

－登壇－○教育長（河原英男君）

令和２年度遠軽町教育行政の基本的な考え方を申し上げ、町議会並びに町民の皆様の御

理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

初めに学校教育についてでありますが、「育み・創り・愛し・励む心で、永遠に輝く遠

軽町」で学びあう児童・生徒が、自他の可能性を認め合い、夢と志を持ち、よりよい人

生、よりよい社会をつくることのできる「生きる力」を育成することは学校教育の重要な

役割であります。

本町においては、小学校と中学校が緊密に連携し、連続性や円滑化などを図り、さらに

連携を幼保、高校へと広げ、それとともに、学校・家庭・地域社会での教育に携わる全て

の関係者が、それぞれの果たすべき役割と責務を自覚し、展開してきているところであり

ます。

教育委員会といたしましては、その連携をもとにして知育・徳育・体育のバランスのと

れた子供の育成と、その基盤となる教育環境づくりに努めてまいります。とりわけ、新学

習指導要領が令和２年度に小学校、令和３年度に中学校が全面実施されることから、その

理念を認識し、一人一人が自分らしさを発揮し合い、学習の充実を図る「主体的・対話的

で深い学び」の実現に努めてまいります。
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まず、「知育」につきましては、育成すべき資質・能力として、児童・生徒の発達段階

や特性を踏まえ、創意ある教育活動を展開する中で、生きて働く「知識・技能」の習得に

努めてまいります。

第２には、習得した「知識・技能」を活用して、生き方の基盤となる言語活動の充実と

情報活用能力や問題発見・解決能力等の育成により、「思考力・判断力・表現力等」を育

ててまいります。

第３には、小・中学校の連続性や家庭・地域社会の役割を強化し、学校・家庭・地域社

会の三者が広く児童・生徒の学習に関わりながら教育環境を整え、未来に誇れる文化や自

然遺産、人材などの教育資源を活用し、「学びの質」を高め、「学びに向かう力、人間性

等」を育成してまいります。

次に、「徳育」につきましては、児童・生徒の「豊かな心」を育てるために、基盤とな

る道徳教育を充実し、命の尊重、善悪の判断、人を思いやる心情や自然と大地の恵みに感

謝する心など、多様な体験活動を通して「豊かな人間性」を培ってまいります。

また、読書活動や音楽活動などを充実し、さらには地域社会と連携を図りながら、一人

一人の「豊かな感性」を育んでまいります。

「体育」につきましては、児童・生徒の「健やかな体」を育てるために、望ましい生活

習慣の改善を図るとともに、運動やスポーツに自己の適性に応じたかかわりを持ち、社会

教育とも連携し、運動習慣の定着と体力・運動能力の向上に努めてまいります。

続きまして、学校教育の重点事項について申し上げます。

推進に当たっては、小学校では、「基本的生活習慣」と「豊かな経験」を、中学校で

は、「たくましい心身」と「コミュニケーション能力」を、高等学校では、一人一人が自

分の将来を見据えた上で「必要な力」を育てていただきたいと思います。

１点目に、「安全教育」につきましては、児童・生徒の生命を守ることを最優先に、組

織的な取り組みを強化いたします。

２点目に、「生徒指導」につきましては、「遠軽町いじめ防止基本方針」により、いじ

めや不登校の未然防止と早期解消、ネットトラブルへの対応、情報モラルの育成、薬物乱

用や性の問題行動などについて、家庭・地域・関係機関等との連携・協力を密にし、開か

れた生徒指導体制の充実に努めてまいります。

３点目に、「特別支援教育」につきましては、引き続き、特別支援教育支援員を小・中

学校に配置し、共生社会の形成に向けて、児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた、

適切な指導や必要な支援に努めてまいります。

４点目に、「ＩＣＴ教育」につきましては、今や社会のあらゆる場所でＩＣＴの活用が

日常のものとなっています。子どもたち一人一人が未来社会を自立的に生き抜く力と創造

性を育む教育ＩＣＴ環境の整備に努めてまいります。

５点目に、「食育」につきましては、家庭・地域社会と連携し、児童・生徒に、食に関

する正しい知識や望ましい食習慣を身につけさせるとともに、「地産地消」を推進し、安
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全・安心な学校給食の提供に努めてまいります。

６点目に、「信頼される学校」について申し上げます。学校と地域が連携・協働して子

どもたちの成長を支える学校づくりを推進するために現在行われている「学校評議員制

度」を発展する形で「学校運営協議会」の導入を進めてまいります。また、教職員には、

指導力向上のための各種研修などへの参加を促進するほか、児童生徒・保護者・地域の

方々との信頼関係を深められるよう、法令の遵守・服務規律の徹底に努めてまいります。

加えて、「遠軽町立学校における働き方改革推進計画」により、教員が授業や授業準備

等に集中し、健康で生き生きとやりがいを持ち勤務し、学校教育の質を高められる環境を

構築してまいります。

次に、学校教育の主要事業について申し上げます。

小・中学校につきましては、特別に支援を必要とする児童・生徒に対し、適切できめ細

かな教育的支援を行うための「特別支援教育支援員」について、必要に応じて複数配置が

できるようにし、特別支援教育の更なる充実を図ってまいります。

就学援助費につきましては、令和２年度入学の児童・生徒と同様に、令和３年度入学の

児童・生徒においても新入学児童生徒学用品費について入学前に支給し、認定児童・生徒

の保護者に対して援助してまいります。

遠距離通学をする児童・生徒の通学の利便を図るため、スクールバスを運行するととも

に、通学実態に合わせた経費の助成を行い、保護者の負担軽減を図ってまいります。

また、瀬戸瀬小学校の閉校に伴い、瀬戸瀬地区の通学確保に向け、スクールバスを購入

します。

中体連大会等参加経費の一部助成や中学校の合同部活動で合同練習を実施する際の保護

者送迎に係る経費の一部助成を行い、保護者の負担軽減を図ります。

中学校を核とした授業や生涯学習事業など、コミュニケーション能力の向上と国際理解

教育の推進を図るとともに、小学校における教科、外国語活動についても、言語や文化に

対しての理解を深めるため、引き続き、英語指導助手３人を配置し、積極的な活用を図っ

てまいります。

小・中学校の施設整備につきましては、安国小学校地下タンク改修工事、南小学校遊具

設置工事、南中学校バリアフリー改修工事を実施し、小・中学校の環境整備充実に努めて

まいります。

また、学校施設の老朽化に対応するため、学校ごとの具体的な改修方針などを定めた学

校施設長寿命化計画に基づき、効率的・効果的な学校施設の管理を図ってまいります。

学校における働き方改革を進めるために、校務支援システムを導入し、教職員の負担軽

減等を図り、学校教育の質を高められる環境の整備にも努めてまいります。

教職員の住宅環境の整備につきましては、丸瀬布教職員住宅下水道接続工事、岩見通教

職員住宅屋根塗装工事を実施してまいります。

高等学校の支援につきましては、北海道遠軽高等学校に通う生徒の進学・就職支援のた
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めの講座等に対し助成を行います。

また、学級数維持・生徒確保を支援するための経費の助成を行い、魅力ある高等学校づ

くりを支援するとともに、町内外の子どもたちに遠軽高等学校への進学を促してまいりま

す。

学校給食につきましては、安全・安心な給食の提供のため、施設の改善や老朽化した備

品の更新を初め、日ごろの施設設備の衛生管理と調理関係職員の健康管理を徹底し、食中

毒防止や食物アレルギー対応など安全対策を進め、学校給食の適切な提供に努めてまいり

ます。

また、生田原学校給食センターボイラー改修工事を実施し、施設の環境整備充実に努め

てまいります。

瀬戸瀬小学校につきましては、明治４２年の開校以来、地域と共に１１１年の歴史を刻

んでまいりましたが、児童の減少から令和２年度末をもって閉校することになりました。

これまでお力添えをいただきました地域の方々、並びに関係者の皆様方に対しまして、衷

心より感謝とお礼を申し上げる次第であります。

次に、社会教育について申し上げます。

社会教育では、生涯学習のより一層の振興を図るため、町民一人一人が、個性や地域特

性を生かしながら、自主的・主体的に学習活動に取り組むことができる学習環境の整備

と、その学習成果が適切に評価され、かつ、その成果を協働による地域づくりの実践に結

びつけることが求められています。

そのために、生涯各期の学習機会の充実により、町民一人一人が、生涯にわたって「い

つでも、どこでも、だれでも」自由に学習機会を選択して学ぶことができる学習環境づく

りと、学習情報の提供や学習相談体制の充実など、さまざまな学習活動の奨励や具体的な

支援を進めてまいります。

また、家庭環境の多様化や地域社会の変化により、家庭教育の充実が期待される中、家

庭の教育力向上を図るため、家庭教育に関する支援体制の確立に努めるとともに、児童・

生徒の学校外における各種学習・体験活動の充実を図るため、学校や地域、関係団体との

連携・協力を強化し、社会全体で子どもたちの活動を支援する取り組みの推進に努めてま

いります。

次に、社会体育について申し上げます。

スポーツ基本法においては、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

の基本的施策として「基礎的条件の整備」、「地域スポーツの推進」、「競技スポーツの

推進」が定められており、多様なスポーツ機会の確保のための環境整備などが求められて

います。

これまでも社会体育では、スポーツを通して地域住民同士の交流を促進することによ

り、地域の連帯感や一体感の醸成を図り、地域社会の活性化に寄与することが求められて

きました。
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また、青少年のスポーツ活動を奨励し、青少年の豊かな心と健やかな身体の育成や、自

己責任・思いやり・コミュニケーション能力の育成に努めるとともに、町民の健康づくり

の増進にも努める必要があります。

さらに、スポーツの生活化を目指し、それぞれのライフステージや技能にあったスポー

ツやレクリエーション活動に親しめるよう各種事業を推進するとともに、技能の向上や参

加意欲の高揚を図っていくことも重要です。

そのため、町民の生涯スポーツへの意識の高揚を図るとともに、町民が「いつでも、ど

こでも、誰でも」自由に、そして自主的・主体的に地域スポーツ活動に親しむことができ

るよう、支援してまいります。

社会教育及び社会体育の推進に当たっては、第３次遠軽町社会教育中期計画に基づき、

個人や団体などの多様な学習活動に対する奨励・援助を行うとともに、生涯各期の課題に

応じた学習機会を提供するなど、生涯学習社会の実現に向けて努力してまいります。

次に、社会教育の主要事業について申し上げます。

未来を担う子どもたちの健全育成を図るため、家庭・学校・地域との連携のもと、地域

の特性を生かした各種事業を引き続き推進するとともに、芸術や文化に触れる機会や発表

・交流の場などの提供に努めてまいります。

あわせて、家庭の教育力の向上を図るため、保護者に対する学習機会の提供や子育て資

料による情報提供の充実など、家庭教育の支援を行ってまいります。

また、町民の生涯学習活動を支援するために、高齢者大学や生涯学習講座などの各種学

習機会や学習情報の提供、有志指導者の育成に努めるとともに、引き続き社会教育関係団

体の活動に対し、支援を行ってまいります。

さらに、文化財につきましては、遠軽町埋蔵文化財センターを中心に、ジオパーク活動

とも連携した事業の展開や郷土館特別展の実施など、文化財の保護と普及に努めてまいり

ます。

施設整備につきましては、その施設の多くが建設後３０年を経過するものとなってきて

いることから、今後有効に長く利用できるように改修等が必要となるため、社会教育施設

長寿命化計画に基づき整備を進め、施設の充実を図っていきます。あわせて、令和３年に

完成する遠軽町芸術文化交流プラザの開館に向けて、指定管理者と協議を行い、準備を進

めてまいります。

４図書館・室につきましては、遠軽地域の図書館を中心に各図書館・室間の連携を図

り、蔵書資料の充実と読書の普及を促進するとともに、生涯学習活動を支援する拠点施設

としての機能向上に努め、町民に親しまれる図書館・室として運営していります。

また、学校図書室に対しては、図書館の専門性を生かし昨年に引き続き支援してまいり

ます。

次に、社会体育の主要事業について申し上げます。

町民の健康増進や体力づくりを推進するため、各種スポーツ教室・大会などを開催して
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まいります。

また、社会体育施設の有効活用と地域の活性化や交流人口の拡大を図るため、関係団体

との連携・協力のもと、各種大会や合宿などの誘致活動を積極的に推進してまいります。

遠軽地域の社会体育施設につきましては、遠軽町スポーツ協会が指定管理者として管理

運営を行っており、休館日・開館時間の見直しや自主事業の実施など、町民のニーズに応

えた各種事業を展開し、利用者本位の施設運営を進めていることから、今後も連携を図り

ながら町民サービスの向上に努めてまいります。

施設整備等につきましては、経年劣化による設備等の修繕を行い、安全に利用いただけ

るよう管理するとともに、計画的な施設整備の充実に努めてまいります。

以上、遠軽町教育行政推進の基本的な考え方について申し上げましたが、教育委員会と

いたしましては、その使命と責任の重さを自覚するとともに、教育基本法の精神を踏まえ

つつ、時代の変化に迅速に対応しながら、遠軽町教育目標の実現に向け、学校教育並びに

社会教育の充実に努めてまいります。

町議会並びに町民の皆様の御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、令和

２年度教育行政執行の方針といたします。

────────────────────────────────────

◎日程第４ 議案第１号

日程第４ 議案第１号表彰についてを議題とします。○議長（前田篤秀君）

提出者の説明を求めます。

鈴木総務課長。

議案第１号表彰について御説明いたします。○総務課長（鈴木 浩君）

遠軽町表彰条例第２条の規定により、表彰することについて議会の議決を求めるもので

あります。

遠軽町表彰条例第２条第３号ウに該当する社会功労といたしまして、森林公園いこいの

森鉄道車両整備資金として１００万円の御寄附をいただきました、東京都渋谷区神宮前５

丁目３８番１０号、井門義博様。

同じく、１３０万円の御寄附をいただきました、東京都杉並区堀ノ内１丁目５番３号、

岩崎正敏様であります。

以上の２名の方につきまして、遠軽町表彰条例に基づき表彰いたしたく、提案するもの

であります。

以上で説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第１号表彰についてを採決いたします。
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本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第５ 議案第２号

日程第５ 議案第２号第２次遠軽町総合計画後期基本計画を定め○議長（前田篤秀君）

ることについてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

佐藤企画課長。

議案第２号第２次遠軽町総合計画後期基本計画を定めること○企画課長（佐藤祐治君）

について御説明いたします。

遠軽町議会基本条例第１１条第１項の規定により、第２次遠軽町総合計画後期基本計画

を別紙のとおり定めたいので、議会の議決を求めるものでございます。

次のページ、別紙をお開き願います。

第２次遠軽町総合計画の基本計画につきましては、基本構想のまちづくりの大綱として

定めております六つの基本方針において、それぞれ掲げております基本目標ごとに現状と

課題、方向性、施策の概要などを明らかにするものであり、より実効性のある計画とする

ため、中間年度で見直しを行うものとし、前期５カ年と後期５カ年をそれぞれ計画期間と

しているものでございます。

本年度が中間年度となり、後期基本計画の策定に当たりましては、前期基本計画を振り

返りながら、今後５年間において、さらなる遠軽町の安定と、将来の発展を見据えた施策

の展開を明らかにいたしまして、引き続き計画的にまちづくりを推進するため、原案を策

定したところでございます。

この後期基本計画ですが、前期基本計画をベースとしながら、社会情勢の変化や新たな

潮流などを踏まえまして、適宜修正を加えさせていただいております。また、計画構成に

おける新しい要素としまして、ＳＤＧｓとの関連を記載している点であります。目次２枚

目下に注釈を入れておりますが、ＳＤＧｓにつきましては、本計画に位置づけている３８

の施策目標にひもづけする形で、１７ゴールのうち、特に関連性が高いものを三つまで記

載をしているところでございます。

なお、策定に当たりましては、各常任委員会からの御意見を賜り、また、各地域のまち

づくり会議からも御意見をいただいたものを反映させていただいております。

また、パブリックコメントの手続を経まして、今回の御提案ということでさせていただ

いております。

続きまして、資料の赤番４をお開き願いたいと思います。

後期基本計画の参考資料としまして、後期実行計画を取りまとめたものを提出させてい
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ただいております。

特に１６ページから１９ページの想定ハード事業一覧表では、令和２年度から令和６年

度までに想定される大型のハード事業を施策体系の中に位置づけ、その実施年度と事業費

をまとめております。

留意していただきたい点としまして、これら想定事業の実施の可否、事業規模などにつ

きましては、財政状況や社会情勢などを鑑みて判断するものでありまして、記載されてい

る事業、必ず実施されるということではございません。事業の延期や中止など、変更する

場合も考えられますし、逆に掲載されていない事業でも、社会情勢の変化などに対応し、

早急に取り組まなければないことがありますことを御了解いただきたいと思います。

資料の詳細につきましては、後ほど御目通しをいただければと思います。

以上簡単ですが、第２次遠軽町総合計画後期基本計画を定めることについての説明を終

わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

岩澤議員。

基本計画の５１ページと５２ページ、子育て環境の充実という○１４番（岩澤武征君）

項なのですが、ここで現状として、社会全体で子育てを支え、子どもを産み育てやすい環

境を整える必要がありますとうたっています。これ、全くそのとおりだと思います。

そこで、５２ページの施策のほうの（４）子育て家庭に対する支援の充実ということ

で、①に経済的な負担を軽減するための支援の拡充とありますけれども、これの拡充の具

体的な中身、内容の予定がどのようなことがあるのか、もし確定していれば教えていただ

きたいのですが。

河本子育て支援課長。○議長（前田篤秀君）

岩澤議員の御質問にお答えいたします。○子育て支援課長（河本伸二君）

経済的な負担を軽減するための支援の拡充ということでありますが、具体的に今の段階

で拡充をさせるという明確なものはありません。ただ、現在も、子ども、幼稚園、保育所

に通う方についての負担分を町で負担している部分があります。その部分について、今後

さらに違う形で、保護者に対するいろいろな支援ができるのかどうなのか、後ほど出てき

ますけれども、町長の執行方針にもありましたけれども、第２期子ども・子育て支援事業

計画を来年度から施行、計画して実施していきます。その中でも、いろいろな形で子育て

世代に対して、いろいろな支援をしていかなければならないと。特に、貧困の対策も重要

に取り組んでいかなければならないということをうたっておりますので、その中で、子育

て会議もありますので、その中でいろいろな話もしながら、この具体的な支援の拡充とい

うところを計画して実行していければということで、この中に載せてありますので、御理

解いただければと思います。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
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これをもって、質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

これより、議案第２号遠軽町総合計画後期基本計画を定めることについて採決いたしま

す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第６ 議案第３号

日程第６ 議案第３号遠軽町監査委員条例及び遠軽町水道事業及○議長（前田篤秀君）

び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

鈴木総務課長。

議案第３号遠軽町監査委員条例及び遠軽町水道事業及び下水○総務課長（鈴木 浩君）

道事業の設置等に関する条例の一部改正について御説明いたします。

本案は、地方自治法の一部改正に伴い、引用条項を整理するもので、地方自治法の「第

２４３条の２」が「第２４３条の２の２」に繰り下がったことに伴うものであります。

次のページ、別紙をお開き願います。

本条例は、整理をする条例ごとに２条の構成となっております。

改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、次のページをお開き

願います。

第１条関係の遠軽町監査委員条例は、第５条第１項において、「第２４３条の２第３

項」を「第２４３条の２の２第３項」に改めるものであります。

第２条関係の遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例は、第８条において

「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改めるものであります。

前のページに戻っていただきまして、附則としまして、施行期日は令和２年４月１日で

あります。

以上で、議案第３号の説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第３号遠軽町監査委員条例及び遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等

に関する条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第７ 議案第４号

日程第７ 議案第４号遠軽町印鑑条例の一部改正についてを議題○議長（前田篤秀君）

とします。

提出者の説明を求めます。

高橋住民生活課長。

議案第４号遠軽町印鑑条例の一部改正につきまして御説○住民生活課長（高橋静江君）

明いたします。

本条例につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を計るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に係

る通知により、印鑑の登録を受けることができない者の資格を改正するほか、所要規定を

整備するものであります。

それでは、次のページをお開き願います。

遠軽町印鑑条例の一部を改正する条例。

別紙の内容につきましては、次のページの参考資料、新旧対照表により御説明いたしま

す。

第２条第２項中、「１５歳未満の者及び成年被後見人」を、「次に掲げる者」に改め、

同項に（１）１５歳未満の者、（２）意思能力を有しない者（前項に掲げる者を除く）を

加えるものであります。

第５条第２項中、「記録されている」を「記載」に改めるものです。

第６条第３号中、旧氏の記載の定義について、第５条で規定したことから、同条第７号

中「記録されている」を「記載がされている」に改めるものであります。

第１２条第１項第２号中、「後見開始の審判を受けた」を「意思能力を有しない者と

なった」に改め、同条第２項中、「前項の場合において、第４号に掲げる理由による場

合」を「前項第２号から第４号までの場合において、印鑑の登録を抹消したとき」に改め

るものであります。

以上で、参考資料の説明を終わり、別紙に戻りまして、附則としてこの条例は、公布の

日から施行するものであります。

なお、今回の改正は、登録資格の要件を成年被後見人から意思能力を有しない者に改め

ることにより、法定代理人が同行し、かつ当該成年被後見人本人による申請または届け出

があるとき、意思能力を有する者として申請または届け出を受け付けることができるよう

にするものであります。

以上で説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第４号遠軽町印鑑条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第８ 議案第５号

日程第８ 議案第５号遠軽町職員の服務の宣誓に関する条例の一○議長（前田篤秀君）

部改正についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

鈴木総務課長。

議案第５号遠軽町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正○総務課長（鈴木 浩君）

について御説明いたします。

本案は、会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規定を整備するためのものでございま

す。

次のページ、別紙をお開き願います。

遠軽町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例でございます。

改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、次のページをお開き

願います。

第２条は、新たに職員となった者の服務の宣誓についての規定であり、第２項として、

新たに、「地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓に

ついては、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。」を

追加するものであります。

会計年度任用職員の任用形態はさまざまであり、当該年度内に再度の任用を繰り返すこ

とも想定され、第２条第１項の宣誓を行わせると、当該会計年度任用職員の負担が大きく

なり、また、事務が煩雑になると予想されることから、別段の定めをするものでありま

す。

別段の定めにつきましては、上級の公務員の面前での宣誓書での署名を要さず、署名を

した宣誓書を提出することで足りるものとし、既に当該年度の任用に係る服務の宣誓を

行っている場合は、これを行ったものとみなすものであります。

前のページ、別紙に戻っていただきまして、附則として、施行期日は令和２年４月１日

であります。

以上で、議案第５号の説明を終わります。
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これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第５号遠軽町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてを採決

いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第９ 議案第６号

日程第９ 議案第６号遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬○議長（前田篤秀君）

及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

奥山選挙管理委員会事務局長。

議案第６号遠軽町特別職の職員で非常勤のも○選挙管理委員会事務局長（奥山隆男君）

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきまして御説明いたします。

本案は、選挙長等の報酬の額を国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和

２５年法律第１７９号）第１４条第１項に定める額に改定するため、本条例を定めるもの

であります。

次のページをお開き願います。

遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例。

改正の内容につきましては、新旧対照表により御説明いたしますので、次の参考資料の

ページをお開き願います。

遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例につきまして、別

表第１中、各区分ごとの報酬の額、選挙長日額７,８００円、開票管理者日額７,８００

円、開票立会人日額６,８００円、選挙立会人日額６,８００円、投票管理者日額７,８０

０円、投票立会人日額６,８００円、期日前投票管理者日額７,８００円、期日前投票立会

人日額６,８００円を、同区分それぞれの報酬の額について、「国会議員の選挙等の執行

経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１７９号）第１４条第１項各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める額。ただし、投票所の閉じる時刻を繰り上げた際の投票管理者

及び投票立会人の報酬の額は、それぞれ同項各号に定める額を１３で除し、投票時間数を

乗じて得た額（１００円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）とする」に改め

るものであります。
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なお、この国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第１４条第１項各号に定め

る報酬の額につきましては、選挙長が１日につき１万８００円、開票管理者１日につき１

万８００円、開票立会人１日につき８,９００円、選挙立会人１日につき８,９００円、投

票管理者１日につき１万２,８００円、投票立会人１日につき１万９００円、期日前投票

管理者１日につき１万１,３００円、期日前投票立会人１日につき９,６００円となってお

ります。

別紙１ページににお戻りいただきまして、附則といたしまして、第１項施行期日を公布

の日から施行する。第２項経過措置といたしまして、この条例による改正後の遠軽町特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日

以後にその期日を公示され、または告示される選挙について適用し、この条例の施行の日

の前日までにその期日を公示され、または告示された選挙については、なお従前の例によ

る。

以上で、議案第６号の説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

一宮議員。

今説明された新旧対照表の関係で、金額、具体的に説明されまし○５番（一宮龍彦君）

たが、どうしてここに国会議員云々というやつは、下のほうに記載し、今の金額を横並び

にしていただいたほうが見やすいのですけれども、金額わかっている。今発表されたので

わかっているのですから、どうして、見やすくしてほしいという部分なのですが、どうし

てこういう記載になっているのですか。

奥山事務局長。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問にお答えいたします。○選挙管理委員会事務局長（奥山隆男君）

各区分の報酬の額につきましては、今現在のこの国会議員の選挙等の執行経費の基準に

関する法律に定められている額を御説明させていただいたところでありますが、こちらの

額については、今後改正されることとなりますので、今現在の額ということで今、述べさ

せていただきましたので、御理解願います。

一宮議員。○議長（前田篤秀君）

あくまでも、これから先いったら、改正されるのは当然、時代の○５番（一宮龍彦君）

状況によって環境は変わってくるので、当然、そのときには条例改正という形をとればい

いという話で、今現在、この金額が決まっているのであれば、ここに記載すべきだと思い

ますけれども、そういう部分で、見やすくしてほしいということはできないのかどうか。

だから、さっきも言ったけれども、この報酬の額という、国会議員云々のこの説明はあ

りますけれども、それはここに書くのではなくて、この表の下に書いていけばいい話だけ

で、と思いますが、ちょっと解釈、違います。

奥山事務局長。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問にお答えいたします。○選挙管理委員会事務局長（奥山隆男君）
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この選挙長等の報酬の額につきましては、先ほどの国会議員の選挙等の執行経費の基準

に関する法律に記載されている金額に改正させていただくという内容でございますが、今

後、具体的に条例にそれぞれの区分に応じた報酬の額を記載しますと、その都度、国の法

律が改正になった段階で、その都度条例のほうの改正をしなければいけないということ

で、そちらのほうを考慮いたしまして、このような記載とさせていただいているところで

ございます。

ちなみに、他の町村におきましても、このような条例の定め方をしているところが多い

というのが現状でございます。

以上です。

一宮議員。○議長（前田篤秀君）

こちらは、その指摘している部分は、できないというよりは、ほ○５番（一宮龍彦君）

かの町がやっているからという話だったら、ちょっと納得できないのだけれども、我が町

は我が町の条例なので、横並びの話はしてほしくない。

それで、具体的に記載できないのだったら、それ、できないはっきりした理由、それが

示されなければ、どうなのですか。余り、今説明受けている段階では、余り納得するよう

な答えではないのですけれども。それはそれでいい、どうやっても……。書いて……、こ

こに、表として書いてくれればいいだけの話だと思うのですけれども、そうではない。周

りがやっているから、同じようなことを言っている。

奥山事務局長。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問でございますが、国会議員○選挙管理委員会事務局長（奥山隆男君）

の選挙等の執行経費の基準に関する法律の中で、それぞれの区分ごとに報酬の額を記載さ

れておりますので、こちらの条例のほうには、具体的に個別の報酬の額は記載しないとい

うことで御理解を願いたいと思います。

以上です。

暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午前１１時５６分 休憩

──────────────

午後１２時５７分 再開

休憩前に引き続き、会議を再開します。○議長（前田篤秀君）

一宮議員。

先ほどの件につきましては、休憩中に丁寧な説明をいただきまし○５番（一宮龍彦君）

たので、質問はこれで終わります。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。



－ 33 －

《令和２年３月５日》

これより、議案第６号遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１０ 議案第７号

日程第１０ 議案第７号遠軽町固定資産評価審査委員会条例の一○議長（前田篤秀君）

部改正についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

鈴木総務課長。

議案第７号遠軽町固定資産評価審査委員会条例の一部改正に○総務課長（鈴木 浩君）

ついて御説明いたします。

本案は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、電

子情報処理組織を使用して弁明された場合の正副本の取り扱いが同法において規定された

ため、本条例の一部を改正するものであります。

次のページ、別紙をお開き願います。

遠軽町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例であります。

改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、次のページをお開き

願います。

現行第６条第２項は、電子情報処理組織を使用して弁明された場合には、弁明書正副２

通が提出されたものとみなす規定でありますが、行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律の改正に伴い、同法において電子情報処理組織を使用した申請等は、正副

本の取り扱いなども含めて、本来の方法により行われたものとみなす規定が盛り込まれた

ことにより、この第２項を削るものであります。

前のページ、別紙に戻っていただき、附則として施行期日は公布の日であります。

以上で、議案第７号の説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第７号遠軽町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを採決い

たします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１１ 議案第８号

日程第１１ 議案第８号遠軽町へき地保育所条例の一部改正につ○議長（前田篤秀君）

いてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

河本子育て支援課長。

議案第８号遠軽町へき地保育所条例の一部改正につい○子育て支援課長（河本伸二君）

て御説明いたします。

本条例は、令和２年３月３１日をもって瀬戸瀬保育所を廃止するため定めるものであり

ます。

別紙をお開きください。

遠軽町へき地保育所条例の一部を改正する条例について。

改正の内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明いたします。新旧対照

表をお開きください。

遠軽町へき地保育所条例第２条の表から瀬戸瀬保育所の項を削るものであります。

別紙に戻りまして、附則として、この条例は、令和２年４月１日から施行するものであ

ります。

以上で、議案第８号の説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第８号遠軽町へき地保育所条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 議案第９号

日程第１２ 議案第９号遠軽町老人憩の家条例の一部改正につい○議長（前田篤秀君）

てを議題とします。

提出者の説明を求めます。

門脇生田原総合支所長。

議案第９号遠軽町老人憩の家条例の一部改正につい○生田原総合支所長（門脇和仁君）
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て御説明をいたします。

本案は、令和２年３月３１日をもって安国老人憩の家を廃止することから、本条例を定

めるものであります。

次のページ、別紙をごらん願います。

遠軽町老人憩の家条例の一部を改正する条例。

改正の内容につきましては、新旧対照表により御説明いたしますので、次のページ、参

考資料をごらん願います。

第２条の表中、安国老人憩の家の項を削ります。

前のページ、別紙に戻っていただきまして、附則として、この条例は、令和２年４月１

日から施行するものです。

以上で、議案第９号の説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

これより、議案第９号遠軽町老人憩の家条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第１０号

日程第１３ 議案第１０号遠軽町介護保険条例の一部改正につい○議長（前田篤秀君）

てを議題とします。

提出者の説明を求めます。

平間保健福祉課長。

議案第１０号遠軽町介護保険条例の一部改正について御○保健福祉課長（平間敏春君）

説明いたします。

本条例につきましては、令和元年１０月の消費税率の引き上げに鑑み、低所得の第１号

被保険者における介護保険料の軽減を強化するため、本条例を定めるものであります。

次のページ、別紙をお開き願います。

遠軽町介護保険条例の一部を改正する条例。

改正の内容につきましては、参考資料、新旧対照表により御説明いたします。次のペー

ジをお開き願います。

第２条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中「平成３１年

度から平成３２年度までの各年度」を「令和２年度」に、「２万２００円」を「１万６,

２００円」に改め、同条第３項中、「平成３１年度及び平成３２年度の各年度」を「令和
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２年度」に、「２万２００円」を「１万６,２００円」に、「３万２００円」を「２万７,

０００円」に改め、同条第４項中、「平成３１年度及び平成３２年度の各年度」を「令和

２年度」に、「２万２００円」を「１万６,２００円」に、「３万９,１００円」を「３万

７,８００円」に改めるものです。

別紙に戻りまして、附則第１項、施行期日につきましては、国の政令改正を待ちまし

て、公布の日から起算して３カ月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行す

るものです。

附則第２項、保険料率の改定に伴う経過措置につきましては、改正後の遠軽町介護保険

条例第２条の規定は、令和２年度以降の年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの

保険料については、なお従前の例によるとするものです。

以上で説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第１０号遠軽町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第１１号・日程第１５ 議案第１２号

日程第１４ 議案第１１号遠軽町町営住宅管理条例の一部改正に○議長（前田篤秀君）

ついて、日程第１５ 議案第１２号遠軽町定住促進住宅管理条例の一部改正について、以

上議案２件は関連がありますので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

井上建設課長。

議案第１１号遠軽町町営住宅管理条例の一部改正について御○建設課長（井上隆広君）

説明いたします。

本条例の改正につきましては、民法の一部改正に伴い、町営住宅の入居決定者から徴取

する請書に連帯保証人の連署を不要とするほか、所要の規定を整備するとともに、日進団

地駐車場の使用料を定めるため、本条例を定めるものであります。

次のページ、別紙をお開き願います。

遠軽町町営住宅管理条例の一部を改正する条例。

遠軽町町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。

改正の内容につきましては、参考資料により御説明いたしますので、次のページ、遠軽
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町町営住宅管理条例新旧対照表をお開き願います。

第５条第５号中「第３条第３項若しくは第４項」を「第３条第４項若しくは第５項」に

改め、同条第７号中「又は既存入居者若しくは同居者」を「既存入居者又は同居者」に、

「により、」を「その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて」に改

めるものです。

第６条第１項中「にあっては第３号及び第５号」を「、東日本大震災復興特別区域法

（平成２３年法律第１２２号）第１９条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置

法（平成２４年法律第２５号）第２７条に規定する特定帰還者及び第３９条に規定する居

住制限者にあっては第２号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第１９条

に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第２

項の期間が満了する日（その日が令和３年３月１１日後の日であるときは、同月１１日）

までの聞に限る。」に改めるものです。

次に、第１０条第５項中「寡婦」を「寡婦（寡夫）」に改めるものです。

次に、第１２条第１項第１号中「入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が

適当と認める連帯保証人が連署する」を削り、同条第３項を削り、同条第４項中「第２

項」を「前項」に改め、同項を同条第３項とし、同条中第５項を第４項とし、第６項を第

５項とするものです。

次に、第１６条第３項中「収入の申告」の次に「又は法第３４条の規定による書類の閲

覧の請求その他の施行規則第９条で定める方法により把握した入居者の収入」を加えるも

のです。

次に、第１８条第１項中「第１２条第５項」を「第１２条第４項」に改めるものです。

次に、第１９条第３項を削るものです。

つぎに、第３２条第１項中「第１５条第１項」の次に「及び第４項」を加え、同条第２

項中「第８条第２項」の次に「又は第３項」を加えるものです。

次に、第４３条第３項中「年５パーセントの割合」を「法定利率」に改めるものです。

最後に、別表第２中、「学校通団地駐車場、遠軽町生田原、１,０００円」を「学校通

団地駐車場、遠軽町生田原、１,０００円」「日進団地駐車場、遠軽町生田原、１,０００

円」に改めるものです。

別紙に戻りまして、附則として、この条例は令和２年４月１日から施行するものであり

ます。

経過措置として、この条例による改正後の遠軽町町営住宅管理条例第１２条、第１８条

及び第１９条の規定は、この条例の施行の日以後に町営住宅の入居者として決定した者に

ついて適用し、この条例の施行の日の前日までに町営住宅の入居者として決定した者につ

いては、なお従前の例によるものです。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第１２号遠軽町定住促進住宅管理条例の一部改正について御説明いた
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します。

本条例の改正につきましては、民法の一部改正に伴い、定住促進住宅の入居決定者から

徴取する請書に連帯保証人の連署を不要とするほか、所要の規定を整備するため、本条例

を定めるものであります。

次のページ、別紙をお開き願います。

遠軽町定住促進住宅管理条例の一部を改正する条例。

遠軽町定住促進住宅管理条例の一部を次のように改正する。

改正の内容につきましては、参考資料により御説明いたしますので、次のページ、遠軽

町定住促進住宅管理条例新旧対照表をお開き願います。

第１０条第１項中「、入居決定者と同程度の収入を有する者で、町長が適当と認める連

帯保証人が連署する」を削り、同条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」に

改め、同項を同条第３項とし、同条中第５項を第４項とし、第６項を第５項とするもので

す。

次に、第１６条第１項中「第１０条第５項」を「第１０条第４項」に改めるものです。

次に、第２８条第３項中「年５パーセントの割合」を「法定利率」に改めるものです。

別紙に戻りまして、附則として、この条例は令和２年４月１日から施行するものであり

ます。

経過措置として、この条例による改正後の遠軽町定住促進住宅管理条例第１０条及び第

１６条の規定は、この条例の施行の日以後に定住促進住宅の入居者として決定した者につ

いて適用し、この条例の施行の日の前日までに定住促進住宅の入居者として決定した者に

ついては、なお従前の例によるものです。

以上で説明を終わります。

これより一括上程しました議案２件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、議案第１１号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって議案第１１号の質疑を終わります。

次に、議案第１２号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって議案第１２号の質疑を終わります。

以上で、議案２件の質疑を終わります。

これより、一括上程しました議案２件を採決いたします。

採決は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、議案第１１号遠軽町町営住宅管理条例の一部改正についてを採決いたしま
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す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第１２号遠軽町定住促進住宅管理条例の一部改正についてを採決いたしま

す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１６ 議案第１３号

日程第１６ 議案第１３号遠軽町放課後児童健全育成事業の設備○議長（前田篤秀君）

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

河本子育て支援課長。

議案第１３号遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及○子育て支援課長（河本伸二君）

び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。

本条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放

課後児童支援員の資格要件である放課後児童支援員認定資格研修の受講の猶予期間を延長

するために定めるものです。

別紙をお開きください。

遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について。

改正の内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明いたします。新旧対照

表ををお開きください。

遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の附則の第２

項におきまして、経過措置が規定されておりましたが、ことしの３月末をもって期限が切

れますので、さらに５年間延長し、令和７年３月３１日までとするものであります。

別紙に戻りまして、附則として、この条例は、令和２年４月１日から施行するものであ

ります。

以上で、議案第１３号の説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）
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これをもって質疑を終わります。

これより、議案第１３号遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１７ 議案第１４号

日程第１７ 議案第１４号遠軽町町税等の滞納に対する制限措置○議長（前田篤秀君）

に関する条例の一部改正についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

滞納対策室参事。

議案第１４号遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に○滞納対策室参事（荒井正教君）

関する条例の一部改正について御説明いたします。

本案は、制限措置の対象となる行政サービス等を整理するため、本条例を定めるもので

あります。

次のページ、別紙をお開き願います。

遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例の一部を改正する条例。

改正の内容につきましては、参考資料により御説明いたしますので、次のページの参考

資料新旧対照表をお開き願います。

別表第２の改正となり、補助金の項に掲げる行政サービス等の名称の欄を、「住宅用太

陽光発電システム設置費補助に関すること。」及び「子ども・子育て支援事業就園補助に

関すること。」を削り、「飲料水確保事業に関すること。（ボーリング事業、滅菌器・除

鉄滅菌器設置）」の前に「私立認定子ども園等給食費補助に関すること。」を加え、同表

助成金の項中「介護職員初任者研修費助成事業に関すること。」を「介護職員研修費助成

事業に関すること。」に改め、次のページに移りまして、同表奨励金の項中「幼稚園就園

奨励に関すること。」を削るものであります。

別紙に戻りまして、附則として、この条例は、令和２年４月１日から施行するものでご

ざいます。

以上で、議案第１４号の説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第１４号遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例の一部改正
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についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１８ 議案第１５号

日程第１８ 議案第１５号遠軽町道の駅遠軽森のオホーツク条例○議長（前田篤秀君）

の一部改正についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

小椋商工観光課長。

議案第１５号遠軽町道の駅遠軽森のオホーツク条例の一○商工観光課長（小椋将秀君）

部改正について御説明いたします。

本案は、えんがるロックバレースキー場に設置する遊具等施設の使用料を定めるため、

本条例を定めるものであります。

次のページ、別紙をお開き願います。

遠軽町道の駅遠軽森のオホーツク条例の一部を改正する条例。

この条例は、第１条、第２条及び附則からなるもので、第１条と第２条の規定はそれぞ

れ施工日を異にしています。

改正の内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明いたします。次のペー

ジをお開き願います。

道の駅遠軽森のオホーツク条例の一部を改正する条例の第１条として、道の駅遠軽森の

オホーツク条例第３条第３項並びに第１１条第１項及び第３項中、「別表第１及び別表第

２」を「別表第１から別表第３」までに改めます。

別表第２の次に、次の１表を加えます。

別表第３（第１１条関係）。

えんがるロックバレースキー場遊具当施設使用料金表。

ハーネス付きトランポリン、１分につき３００円。貸しロッカー、１回３００円。

備考、貸しロッカーの使用可能時間は、当該使用日のスキー場の開設時間内とする。

次のページをお開き願います。

道の駅遠軽森のオホーツク条例の一部を改正する条例の第２条として、道の駅遠軽森の

オホーツク条例別表第３に、次のように加えます。

ツリートレッキング一般コース、一般、４,０００円。ツリートレッキング一般コー

ス、小学生以下、３,５００円。ツリートレッキングキッズコース、小学生以下３０分

間、１,０００円。

別紙に戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例中、第１条の規定は、令
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和２年４月３０日までの間において規則で定める日から、第２条の規定は、令和２年６月

３０日までの間において規則で定める日から施行するものであります。

以上で、説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

岩澤議員。

貸しロッカーについてですが、貸しロッカーというのは、その○１４番（岩澤武征君）

場に行って、あの施設を利用する人には、無料でもいいと思うのです。病院や何かでも、

１００円玉入れると開いて、終わったらまた戻ってくると。施設の利用者ですから、その

ほかにお金を使うわけです。利用者の便宜を図らうという意味では、貸しロッカーを無料

にした方がいいのではないかと私は思うのですけれども、それが一つ。

それから、ツリートレッキングですが、一般コース、一般が４,０００円、小学生以下

が３,５００円。私は、これだけのお金をかけた施設に、町民が繰り返し行って遊びたく

なる、そういう料金の設定でないと、施設は有効に活用されないというふうなおそれがあ

るのではないかと思うのです。やはり大人も４,０００円もそうだし、小学生以下３,５０

０円というのはもう、私は高過ぎるのではないかと思うのです。町民のための施設、その

ほかに町外から来てもらうということで、町民の料金設定、これは町外の人だとしたら、

町民対象の割引、これの半額以下でもいいと思うのですけれども、子どもなんかはワンコ

インでも繰り返し乗れるくらいのことにしないと、やはりせっかくつくる施設がただ遊ん

でしまうのではないかという危惧を抱くのですが、その辺はどうでしょうか。

小椋商工観光課長。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問にお答えいたします。○商工観光課長（小椋将秀君）

まず第１点目、ロッカーについては、無料で提供すべきではないかとの御質問でござい

ました。ロッカーにつきましては、国内、間違えました。道内の１１施設のスキー場の料

金設定を参考といたしまして設定しているものでございまして、金額設定については妥当

なものと考えております。

なお、あくまで、今回に料金設定につきましては、上限額ということでございまして、

この後、指定管理者において指定管理者が適正と認める金額を、この上限の範囲内で設定

するものとなっておりますので、御理解くださいますようお願いいたします。

次に、２点目についてです。ツリートレッキングの料金について、高いのではないのか

との御質問でございました。ツリートレッキングにつきましては、国内１１施設の料金設

定を参考に設定をさせていただいたもので、金額としては妥当なものと考えております。

こちらにつきましても、あくまでこちら上限額ということでの設定でございまして、この

後、指定管理者において指定管理者が適正と認める金額で営業することとなっております

ので、御理解くださいますようお願いいたします。

以上でございます。

岩澤議員。○議長（前田篤秀君）
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そうすると、今後、指定管理者のほうで、この料金については○１４番（岩澤武征君）

いろいろ考慮すると、値下げすることもあるということですか。

小椋商工観光課長。○議長（前田篤秀君）

指定管理者において、この条例で設定された料金の上限○商工観光課長（小椋将秀君）

に検討するものでございます。なお、検討中ではございますが、こちらの料金設定につい

て、指定管理者と意見交換を行った際には、町民向けに割引等も検討しているということ

ですので、指定管理者において検討の上、適正と認められる金額で提供されるものと考え

ております。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

これより、議案第１５号遠軽町道の駅遠軽森のオホーツク条例の一部改正についてを採

決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１９ 議案第１６号

日程第１９ 議案第１６号町道路線の変更についてを議題としま○議長（前田篤秀君）

す。

提出者の説明を求めます。

井上建設課長。

議案第１６号町道路線の変更について御説明いたします。○建設課長（井上隆広君）

町道用地の取得に伴い、町道路線を変更することについて、道路法第１０条第３項の規

定により、議会の議決を求めるものです。

変更する町道の路線番号、路線名、起点・終点、重要な経過地、幅員・延長につきまし

ては、記載のとおりでございますが、詳細につきましては、赤番５の町道路線の変更に関

する資料により御説明いたします。赤番５町道路線の変更に関する資料１ページをお開き

願います。

町道変更路線、変更路線位置図でございまして、東１線道路と南中学校の間になります

路線番号Ｂ－７８、東１線裏通の終点を変更するもので、黒色実線が対象区間であり、左

側丸印が起点、右側矢印末端が終点でございます。

２ページは、その詳細図で、図面上段が変更前、下段が変更後の地番図でございます。

変更前につきましては、起点東町５丁目４番５９地先から終点東町５丁目１番４７地先ま

で、延長４３０メートル、幅員７.０メートルから８メートル。変更後につきましては、
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終点東町５丁目１番１４地先まで、延長５４１メートル、幅員７.０メートルから８.０

メートルでございます。

以上で説明を終わります。

これより質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第１６号町道路線の変更についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２０ 議案第１７号から日程第２６ 議案第２３号

日程第２０ 議案第１７号令和元年度遠軽町一般会計補正予算○議長（前田篤秀君）

（第８号）、日程第２１ 議案第１８号令和元年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）、日程第２２ 議案第１９号令和元年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）、日程第２３ 議案第２０号令和元年度遠軽町介護保険特別会計補正予算

（第４号）、日程第２４ 議案第２１号令和元年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正

予算（第１号）、日程第２５ 議案第２２号令和元年度遠軽町水道事業会計補正予算（第

２号）、日程第２６ 議案第２３号令和元年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第２

号）、以上、議案７件は関連がありますので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

堀嶋財政課長。

議案第１７号令和元年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）○財政課長（堀嶋英俊君）

について説明いたします。

令和元年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）につきましては、既定の歳入歳出予算の

総額から、歳入歳出それぞれ４億４,７５２万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を１６７億５,４２３万円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。

継続費の変更は、「第２表継続費補正」により説明いたします。

繰越明許費は、「第３表繰越明許費」により説明いたします。

地方債の追加、廃止及び変更は、「第４表地方債補正」により説明いたします。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から説明いたします。

９款国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、１項国有提供施設等所在市
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町村助成交付金に８３万４,０００円追加し、総額を４８３万４,０００円とするもので

す。

１０款地方特例交付金につきましては、１項地方特例交付金に３３９万円を追加し、総

額を３,０１４万１,０００円とするものです。

１１款地方交付税につきましては、１項地方交付税に１億５,６３９万７,０００円を追

加し、総額を６８億１,３３９万７,０００円とするものです。

１３款分担金及び負担金につきましては、１項分担金を２４万円減額、２項負担金に６

５３万円を追加し、総額を８,５６７万２,０００円とするものです。

１５款国庫支出金につきましては、１項国庫負担金に３８６万２,０００円を追加、２

項国庫補助金に２,４３５万７,０００円を追加し、総額を１２億７,３０５万８,０００円

とするものです。

１６款道支出金につきましては、１項道負担金に９１３万５,０００円を追加、２項道

補助金に６３８万６,０００円を追加し、総額を７億１,５８６万２,０００円とするもの

です。

１７款財産収入につきましては、１項財産運用収入に３８万５,０００円を追加し、総

額を９,０５４万７,０００円とするものです。

１８款寄附金につきましては、１項寄附金に１,６７０万４,０００円を追加し、総額を

２,６７１万８,０００円とするものです。

１９款繰入金につきましては、１項基金繰入金を３億２,９８１万８,０００円減額し、

総額を５億４,９４８万８,０００円とするものです。

２０款繰越金につきましては、１項繰越金に１億２,０６０万７,０００円を追加し、総

額を３億７,６６７万２,０００円とするものです。

２１款諸収入につきましては、５項雑入に４９８万円を追加し、総額を２億３,６３１

万３,０００円とするものです。

２２款町債につきましては、１項町債を４億７,１０３万６,０００円減額し、総額を３

３億６,２１６万４,０００円とするものです。

これにより、歳入合計１７２億１７５万７,０００円から４億４,７５２万７,０００円

を減額し、総額を１６７億５,４２３万円とするものです。

次に、歳出について説明いたします。

２款総務費につきましては、１項総務管理費を２億９,１６３万８,０００円減額し、総

額を３１億９,８０５万７,０００円とするものです。

３款民生費につきましては、１項社会福祉費に２３万円を追加、２項児童福祉費に２２

０万４,０００円を追加し、総額を３０億５,８３８万２,０００円とするものです。

４款衛生費につきましては、１項保健衛生費を１０９万５,０００円減額、２項清掃費

を１,３１７万２,０００円減額し、総額を１４億３,７２３万円とするものです。

６款農林水産業費につきましては、１項農業費に２,１６６万円を追加し、総額を４億
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２,５４０万円とするものです。

７款商工費につきましては、１項商工費を３３５万３,０００円減額し、総額を１９億

６,５６８万１,０００円とするものです。

８款土木費につきましては、１項土木管理費に２１万４,０００円を追加、２項道路橋

梁費を１億６,９３６万６,０００円減額、４項都市計画費を４１万９,０００円減額、６

項住宅費を５,５７４万２,０００円減額し、総額を２０億９,７５５万４,０００円とする

ものです。

９款消防費につきましては、１項消防費を１億２,９２１万５,０００円減額し、総額を

７億７,２０６万６,０００円とするものです。

１０款教育費につきましては、１項教育総務費を１５９万８,０００円減額、２項小学

校費に１億２,２０４万９,０００円を追加、３項中学校費に９,１８８万５,０００円を追

加、４項学校給食費を１７６万円減額、失礼いたしました。４項学校給食費を１７６０万

円減額、５項社会教育費を９０万円減額、６項保健体育費に５０万円を追加し、総額を１

３億９,５３５万２,０００円とするものです。

１２款公債費につきましては、１項公債費を２１７万１,０００円減額し、総額を２２

億５,２１７万９,０００円とするものです。

これにより、歳出合計１７２億１７５万７,０００円から４億４,７５２万７,０００円

を減額し、総額を歳入歳出同額の１６７億５,４２３万円とするものです。

次に、第２表、継続費補正について説明いたします。

継続費につきましては、２款総務費１項総務管理費、町民センター整備事業、７款商工

費１項商工費、道の駅遠軽森のオホーツク遊具施設等整備事業、９款消防費１項消防費、

防災行政無線移動系設備デジタル化整備事業の総額及び年割額をそれぞれ記載のとおり変

更するものです。

次に、第３表、繰越明許費について説明いたします。

繰越明許費につきましては、６款農林水産業費１項農業費、畜産担い手育成総合整備事

業７０４万円、畑地帯総合整備事業１,４６２万円、７款商工費１項商工費、ロックバ

レースキー場環境整備事業１,０９９万５,０００円、８款土木費４項都市計画費、地籍整

備事業１,４９１万６,０００円、１０款教育費２項小学校費、小学校情報通信ネットワー

ク環境整備事業１億３,００４万３,０００円、３項中学校費、中学校情報通信ネットワー

ク環境整備事業９,３６７万９,０００円につきましては、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費とするものです。

次に、第４表、地方債補正について説明いたします。

地方債の追加につきましては、小学校情報通信ネットワーク環境整備事業５,６８０万

円、中学校情報通信ネットワーク環境整備事業４,２９０万円、一般単独災害復旧事業１,

９００万円を追加するものです。地方債の廃止につきましては、学校給食室改修事業１,

１１０万円を廃止するものです。地方債の変更につきましては、総合庁舎自家発電設備整
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備事業から臨時財政対策債までの限度額をそれぞれ記載のとおり変更するものです。起債

の方法、利率、償還の方法は、それぞれ補正前と変更はありません。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明いたし

ます。

１６ページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、総務一般経費１６４万４,０００円につき

ましては、北海道との協定に基づく派遣職員負担金を計上するものです。

５目財産管理費、本庁舎管理事業１５５万７,０００円の減額につきましては、事業費

の確定により総合庁舎自家発電設置工事を減額するものです。

６目企画費、企画一般経費３９７万２,０００円の減額につきましては、執行見込みに

より大型免許等資格取得支援事業助成金の減額、地域拠点施設整備事業３億２,７３５万

８,０００円の減額につきましては、事業費の確定により、（仮称）えんがる町民セン

ター建設工事監理業務委託料ほか、記載の事業についてそれぞれ減額するものです。

８目交通対策費、交通安全施設管理事業２７５万円の減額につきましては、事業費の確

定により、遠軽地域生活安全灯改修工事及び生田原地域生活安全灯改修工事をそれぞれ減

額するものです。紋別空港利用促進事業１４２万につきましては、執行見込みにより、紋

別空港利用促進協議会負担金を追加するものです。

１５目基金運営費、基金運営事業４,０９３万５,０００円につきましては、預金利子に

より財政調整基金積立金２１万２,０００円、減債基金積立金２,０００円を追加、指定寄

附金１１件、ふるさと納税寄附金９９１件及び預金利子によりまちづくり振興基金積立金

１,６７０万７,０００円を追加、預金利子により名寄線代替輸送確保基金積立金１万４,

０００円を追加、森林環境譲与税により、森林環境譲与税基金積立金２,４００万円を追

加するものです。

３款民生費１項社会福祉費２目障害者福祉費、障害者福祉費、障害者総合支援事業５３

万円につきましては、湧別町、佐呂間町、遠軽町の３町で共同運営する、地域活動支援セ

ンターの運営費確定により、地域活動支援センター運営負担金を追加するものです。

５目社会福祉施設費、母子通園センター管理事業３０万円の減額につきましては、実績

により日々雇用職員賃金を減額するものです。

２項児童福祉費１目児童福祉総務費、子ども・子育て支援事業１,２３６万円につきま

しては、人件費の引き上げにより施設型給付費負担金１,５４２万１,０００円を追加、預

かり保育事業の実績見込みにより、施設等利用給付負担金３０６万１,０００円を減額す

るものです。

５目保育所費、保育所運営事業１,０１５万６,０００円の減額につきましては、実績に

より嘱託職員報酬及び社会保険料を減額。賃金職分社会保険料を追加するものです。

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費、地域医療対策事業４万１,０００円に

つきましては、３町の負担割合確定による病院群輪番制病院等運営事業補助金の追加で
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す。

４目環境衛生費、環境衛生一般経費１１３万６,０００円の減額につきましては、公用

車の購入の額の確定により、備品購入費を減額するものです。

２項清掃費１目清掃総務費、リサイクル推進事業３９９万３,０００円の減額につきま

しては、執行見込みにより遠軽地区広域組合衛生負担金を減額するものです。

２目塵芥処理費、ごみ処理場管理事業４７２万４,０００円の減額につきましては、執

行見込みにより遠軽地区広域組合衛生負担金を減額するものです。

３目し尿処理費４４５万５,０００円の減額につきましては、執行見込みにより遠軽地

区広域組合衛生負担金を減額するものです。

６款農林水産業費１項農業費４目畜産業費、畜産担い手育成総合整備事業７０４万円に

つきましては、国の補正予算により畜産農家の装置整備改良等に係る畜産担い手育成総合

整備事業負担金を追加するものです。

５目農地費、畑地帯総合整備事業１,４６２万円につきましては、国の補正予算による

事業費の追加配分により、安国地区道営土地改良事業負担金を追加するものです。

２項林業費１目林業振興費につきましては、財源の振りかえです。

７款商工費１項商工費１目商工業振興費、企業振興促進助成事業１７９万８,０００円

につきましては、新規の補助対象事業の見込みにより、企業振興促進補助金を追加するも

のです。

４目観光施設費、源泉施設管理事業３５３万８,０００円の減額につきましては、事業

費の確定により、丸瀬布第２号源泉送湯管布設舗装工事を減額するものです。道の駅遠軽

森のオホーツク整備事業１６１万３,０００円の減額につきましては、駐車場の追加整備

に係る実施設計経費として５００万円を追加。執行精査により、道の駅遠軽森のオホーツ

ク遊具施設等整備工事６６１万３,０００円を減額するものです。

８款土木費１項土木管理費１目土木総務費、土木総務一般経費２１万４,０００円につ

きましては、土地開発基金が保有する土地の貸し付け及び基金利子により、土地開発基金

繰出金を追加するものです。

２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費、道路橋梁総務一般経費４２３万５,０００円の減

額につきましては、執行見込みにより町道用地確定測量業務委託料を減額するものです。

２目道路橋梁維持費、道路橋梁維持事業２,７５３万６,０００円の減額につきまして

は、事業費の確定及び事業の見送りにより、橋梁長寿命化単価策定業務委託料ほか記載の

事業についてそれぞれ減額するものです。除排雪事業２０１万５,０００円の減額につき

ましては、除雪機械購入の事業費確定により、備品購入費を減額するものです。

３目道路橋梁新設改良費、道路新設改良事業１億３,５５８万円の減額につきまして

は、事業費の確定及び事業の見送りにより、岩見通道路改良舗装工事ほか記載の事業等に

ついてそれぞれ減額するものです。

４項都市計画費１目都市計画総務費、地籍整備事業８３万６,０００円につきまして
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は、事業費の確定及び国の補正予算による事業費の追加配分により、地籍調査事業業務委

託料４７６万６,０００円を追加、事業費の確定により、地籍調査事業永久杭埋設業務委

託料３８４万円を減額するものです。

２目街路事業費、街路新設改良事業１０９万円の減額につきましては、事業費の確定に

より、３・４・３役場通交通バリアフリー歩道整備工事を減額するものです。街路事業一

般経費１６万５,０００円の減額につきましては、事業費の確定により、駅前広場都市計

画変更業務委託料を減額するものです。

６項住宅費１目住宅管理費、町営住宅管理事業１,１０３万５,０００円の減額につきま

しては、事業費の確定及び事業の見送りにより、豊里団地公営住宅浄化槽撤去工事ほか記

載の事業についてそれぞれ減額するものです。

２目住宅建設費、町営住宅建設事業４,４７０万７,０００円の減額につきましては、事

業費の確定及び事業の見送りにより、末広団地公営住宅長寿命化改修工事設計業務委託料

ほか記載の事業についてそれぞれ減額するものです。

９款消防費１項消防費１目消防費、消防事業４,４３２万３,０００円の減額につきまし

ては、執行見込みにより、遠軽地区広域組合消防負担金を減額するものです。防災対策事

業８,４８９万２,０００円の減額につきましては、事業費の確定により、防災行政無線移

動系設備デジタル化整備工事管理業務委託料ほか記載の事業についてそれぞれ減額するも

のです。

１０款教育費１項教育総務費２目事務局費、教職員住宅管理事業６１万６,０００円の

減額につきましては、事業費の確定により、教職員住宅屋根塗装工事を減額するもので

す。

３目教育振興費、教育振興一般経費５１万８,０００円につきましては、事業費の確定

により、学校施設長寿命化計画策定業務委託料３４万１,０００を減額。学校行事負担金

８５万９,０００円を追加するものです。特別支援教育支援員配置事業１５０万円の減額

につきましては、実績により日々雇用職員賃金を減額するものです。

２項小学校費２目教育振興費、小学校備品購入事業１,６４４万円につきましては、国

のギガスクール構想に係る補正予算により、児童１人１台のパソコン端末整備のため、備

品購入費を計上するものです。小学校遠距離通学助成事業４７万円の減額につきまして

は、対象児童が減ったことにより、自動車借り上げ料を減額するものです。要保護・準要

保護児童援助事業１００万円の減額につきましては、執行見込みにより就学援助費を減額

するものです。

３目学校建設費、小学校建設事業１億７０７万９,０００円につきましては、事業費の

確定により、生田原小学校ほか５校グラウンド整備工事から安国小学校暖房設備改修工事

までをそれぞれ減額、国のギガスクール構想に係る補正予算により、校内の高速大容量通

信ネットワークを整備するため、小学校情報通信ネットワーク環境整備工事１億１,３６

０万３,０００円を計上するものです。



－ 50 －

《令和２年３月５日》

３項中学校費２目教育振興費、中学校備品購入事業７７４万円につきましては、国のギ

ガスクール構想に係る補正予算により、生徒１人１台のパソコン端末整備のため、備品購

入費を計上するものです。中学校遠距離通学助成事業８６万円の減額につきましては、対

象生徒が減ったことにより、自動車借り上げ料を減額するものです。

３目学校建設費、中学校建設事業８,５００万５,０００円につきましては、事業費の確

定により、生田原中学校ほか５校グラウンド整備工事及び南中学校屋体自動火災放置設備

改修工事をそれぞれ減額、国のギガスクール構想に係る補正予算により、校内の高速大容

量通信ネットワークを整備するため、中学校情報通信ネットワーク環境整備工事８,５９

３万９,０００円を計上するものです。

４項学校給食費１目小中学校給食費、学校給食施設管理事業１,７６０万円の減額につ

きましては、事業の見送りにより、東小学校給食室煙道改修工事を減額するものです。

５項社会教育費１目社会教育総務費、芸術・文化振興事業９０万円の減額につきまして

は、隔年で実施する音楽公演事業を本年度事業を見送りとすることから、音楽公演補助金

を減額するものです。

４目社会教育施設費につきましては、財源の振りかえです。

６項保健体育費１目保健体育総務費、保健体育各種大会参加費助成事業５０万円につき

ましては、町内児童生徒の全国小学生タグラグビー選手権大会及びスノーボード世界大会

出場に係る社会体育振興補助金を追加するものです。

１１款災害復旧費１項災害復旧費１目災害復旧費につきましては、財源の振りかえで

す。

１２款公債費１項公債費１目元金、公債費償還元金１８２万９,０００円につきまして

は、町債償還元金を追加するものです。

２目利子、公債費償還利子４００万円の減額につきましては、町債償還利子を減額する

ものです。

次に、歳入について説明いたします。

１０ページをお開き願います。

９款国有提供施設等所在市町村助成交付金１項国有提供施設等所在市町村助成交付金１

目国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、８３万４,０００円の追加で

す。

１０款地方特例交付金１項地方特例交付金１目地方特例交付金につきましては、４０５

万５,０００円の追加、２目子ども・子育て支援臨時交付金につきましては、６６万５,０

００円の減額です。

１１款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税につきましては、１億５,６３９万７,

０００円の追加です。

１３款分担金及び負担金１項分担金１目農林水産業費分担金２４万円の減額につきまし

ては、区画整理の計画変更による道営土地改良事業分担金の減額です。
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２項負担金１目民生費負担金４５万円につきましては、地域活動支援センターの運営に

係る湧別町及び佐呂間町の地域活動支援センター２町負担金の追加です。

３目農林水産業費負担金６０８万円につきましては、国の補正予算による畜産担い手育

成総合整備事業負担金の追加です。

１５款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金３８６万２,０００円につきま

しては、人件費の引き上げによる施設型給付費負担金５３９万３,０００円の追加、預か

り保育事業の実績見込みによる施設等利用給付負担金１５３万１,０００円の減額です。

２項国庫補助金６目土木費国庫補助金７,９８２万１,０００円の減額につきましては、

対象事業費の確定による橋梁長寿命化補修事業交付金及び道路改良事業交付金の減額、除

雪機械購入費交付金及び地域住宅交付金の追加です。

７目教育費国庫補助金１億４１７万８,０００円につきましては、要保護児童生徒就学

援助費補助金から学校施設環境改善交付金までの減額及び国の補正予算による公立学校情

報通信ネットワーク環境施設整備費補助金９,９７７万円、公立学校情報機器整備費補助

金１,２０９万円の追加です。

１６款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金３６２万５,０００円につきまして

は、施設型給付費負担金４３９万円の追加、施設等利用給付負担金７６万５,０００円の

減額です。

３目土木費道負担金５５１万円につきましては、事業費の確定及び国の補正予算による

地籍調査事業費負担金の追加です。

２項道補助金４目農林水産業費道補助金６万２,０００円の減額につきましては、農業

競争力基盤強化特別対策事業補助金及び水利施設等保全高度化事業補助金の減額、エゾシ

カ緊急対策事業の実績に基づく地域づくり総合交付金の追加です。

７目消防費道補助金６４４万８,０００円につきましては、防災備蓄計画等に基づく備

蓄品、備品購入事業等に係る地域づくり総合交付金の追加です。

１７款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入２４万１,０００円につきまして

は、町有地貸付料の追加です。

２目利子及び配当金１４万４,０００円につきましては、基金利子の追加です。

１８款寄附金１項寄附金２目指定寄附金３６３万円につきましては、まちづくり振興資

金として１１件の指定寄附をいただいたものです。

３目ふるさと納税寄附金１,３０７万４,０００円につきましては、９９１件のふるさと

納税寄附金をいただいたものです。

１９款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金につきましては、３億３,０８５

万２,０００円の減額、５目森林環境譲与税基金繰入金につきましては、１０３万４,００

０円を計上するものです。

２０款繰越金１項繰越金１目繰越金１億２,０６０万７,０００円につきましては、前年

度繰越金の追加です。
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２１款諸収入５項雑入６目雑入４９８万円につきましては、市町村防災・減災対策事業

推進交付金及びその他雑入の追加です。

２２款町債１項町債１目総務債２億８,８２０万円の減額につきましては、総合庁舎自

家発電設備整備事業債、町民センター整備事業債及び生活安全灯整備事業債の減額です。

２目衛生債１１０万円につきましては、地域医療対策事業債の追加及びごみ処理施設整

備事業債の減額です。

３目農林水産業債１,５５０万円につきましては、畜産担い手育成総合整備事業債及び

畑地帯総合整備事業債の追加です。

４目商工債１,１２０万円の減額につきましては、源泉施設整備事業債及び道の駅整備

事業債の減額です。

５目土木債１億３７０万円の減額につきましては、道路橋梁事業債ほか記載の町債の減

額です。

６目消防債１億７９０万円の減額につきましては、消防車両整備事業債及び防災行政無

線整備事業債の減額です。

７目教育債８,４９０万円につきましては、小学校改修事業債、学校給食室改修事業債

の減額及び小学校情報通信ネットワーク環境整備事業債、中学校情報通信ネットワーク環

境整備事業債の追加です。

８目臨時財政対策債につきましては、８,０５３万６,０００円の減額です。

１０目災害復旧債１,９００万円につきましては、一般単独災害復旧事業債の追加で

す。

補正予算の主要な事業の概要につきましては、補正予算に関する資料赤番６により担当

から説明いたします。

以上で説明を終わります。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

続きまして、赤番６、令和元年度一般会計補○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

正予算に関する資料について御説明いたします。

表紙をめくり、位置図をごらん願います。

生田原地域の地籍整備事業の位置図でございます。

①２０１８－１は、北海道の追加補正により繰り越しを行う事業の実施区域でございま

して、清里地区の一部であります。

以上、説明を終わります。

２時１５分まで、暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午後 ２時０３分 休憩

──────────────

午後 ２時１３分 再開

会議を再開します。○議長（前田篤秀君）
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高橋住民生活課長。○議長（前田篤秀君）

議案第１８号令和元年度遠軽町国民健康保険特別会計補○住民生活課長（高橋静江君）

正予算（第３号）について御説明いたします。

令和元年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、既定の歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２０万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２２億７,５１５万４,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

４款道支出金につきましては、１項道補助金に１００万円を追加し、総額を１６億６,

９６７万円とするものです。

９款国庫支出金につきましては、１項国庫補助金に２０万９,０００円を追加し、総額

を３６万１,０００円とするものです。

これによりまして、歳入合計２２億７,３９４万５,０００円に１２０万９,０００円を

追加し、総額を２２億７,５１５万４,０００円とするものです。

次に、歳出について御説明をいたします。

次のページをお開き願います。

１款総務費につきましては、１項総務管理費に２０万９,０００円を追加し、３,０８１

万７,０００円とするものです。

２款保険給付費につきましては……。

失礼しました。４,４９５万１,０００円とするものです。

続きまして、２款保険給付費につきましては、１項保険給付費に１００万円を追加し、

１６億３,０９５万８,０００円とするものです。

これによりまして、総額を歳入歳出同額の２２億７,５１５万４,０００円とするもので

す。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明をいた

します。

８ページをお開き願います。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１３節委託料２０万９,０００円の追加は、

マイナンバーを活用した情報連携の整備に伴い、システムを改修に要する経費であり、全

額国の補助対象となるため、歳入で同額計上しております。

次のページをお開き願います。

２款保険給付費１項保険給付費１目療養費１９節負担金補助及び交付金１００万円の追

加は、療養費に係る支出が過大となり、予算に不足を来たしたため補正するものであり、

道歳入で道からの交付金として同額を計上しております。
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次に、歳入について御説明いたします。

戻りまして、６ページをお開き願います。

４款道支出金１項道補助金１目保険給付費等交付金１００万円の追加は、一般被保険者

療養費の補正分に係る交付金です。

９款国庫支出金１項国庫補助金２目社会保障税番号制度システム整備費補助金は、新た

に目を追加するものでありまして、２０万９,０００円は、歳出で御説明いたしましたシ

ステム改修経費に係る補助金です。

以上で、議案第１８号の説明を終わります。

続きまして、議案第１９号令和元年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について御説明いたします。

令和元年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１８万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億３,５９５万８,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

１款後期高齢者医療保険料につきましては、１項後期高齢者医療保険料に５１８万５,

０００円を追加し、総額を２億２,９７９万６,０００円とするものです。

これによりまして、歳入合計３億３,０７７万３,０００円に５１８万５,０００円を追

加し、総額を３億３,５９５万８,０００円とするものです。

次に、歳出について御説明をいたします。

次のページをお開き願います。

２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、１項後期高齢者医療広域連合納付

金に５１８万５,０００円を追加し、３億３,３３５万７,０００円とするものです。

これによりまして、総額を歳入歳出同額の３億３,５９５万８,０００円とするもので

す。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から御説明いた

します。

８ページをお開き願います。

２款後期高齢者医療広域連合納付金１項後期高齢者医療広域連合納付金１目後期高齢者

医療広域連合納付金１９節負担金補助及び交付金５１８万５,０００円の追加は、当初予

算より被保険者数及び賦課額の増加し、負担金に不足を生じる見込みであるため、補正を

するものです。

次に、歳入について御説明をいたします。

戻りまして、６ページをお開き願います。
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１款後期高齢者医療保険料１項後期高齢者医療保険料１目後期高齢者医療保険料５１８

万５,０００円の追加は、被保険者数及び賦課額が増加したことにより追加をするもので

す。

以上で、議案第１９号の説明を終わります。

平間保健福祉課長。○議長（前田篤秀君）

議案第２０号令和元年度遠軽町介護保険特別会計補正予○保健福祉課長（平間敏春君）

算（第４号）について御説明いたします。

令和元年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第４号）につきましては、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,５３１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２０億

７,６１７万３,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

４款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に２２１万１,０００円を追加し、総

額を５億１,９３６万３,０００円とするものです。

５款支払基金交付金につきましては、１項支払基金交付金に２１万７,０００円を追加

し、総額を５億８５９万１,０００円とするものです。

８款繰入金につきましては、２項基金繰入金を２,０１７万円減額し、総額を３億５８

８万６,０００円とするものです。

９款繰越金につきましては、１項繰越金に６,３０５万２,０００円を追加し、総額を

９,５５３万９,０００円とするものです。

これによりまして、歳入合計２０億３,０８６万３,０００円に４,５３１万円を追加

し、総額を２０億７,６１７万３,０００円とするものです。

次に、歳出について御説明いたします。

次のページをお開き願います。

２款保険給付費につきましては、１項介護サービス等諸費に２,８８３万円、２項高額

介護サービス等費に４００万円を追加し、総額を１８億５,０４７万４,０００円とするも

のです。

３款地域支援事業費につきましては、１項介護予防・生活支援サービス事業費に２１万

９,０００円、４項その他諸費に５万円を追加し、総額を１億３,５３９万円とするもので

す。

４款基金積立金につきましては、１項基金積立金に１,２２１万１,０００円を追加し、

総額を１,２２２万３,０００円とするものです。

これによりまして、歳出合計２０億３,０８６万３,０００円に４,５３１万円を追加

し、総額を歳入歳出同額の２０億７,６１７万３,０００円とするものです。
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歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略しまして、３、歳出から御説明いたし

ます。

８ページをお開き願います。

２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目介護サービス等給付費、介護サービス等給

付費２,８８３万円につきましては、実績見込み精査に伴う追加であります。

次のページをお開き願います。

２項高額介護サービス等費１目高額介護サービス等費、高額介護サービス等費４００万

円につきましては、実績見込み精査に伴う追加であります。

次のページをお開き願います。

３項地域支援事業費１項介護予防生活支援サービス事業費１目サービス事業費、サービ

ス事業費２１万９,０００円につきましては、実績見込み精査に伴う追加であります。

次のページをお開き願います。

４項その他諸費１目審査支払手数料、審査支払手数料５万円につきましては、実績見込

み精査に伴う追加であります。

次のページをお開き願います。

４款基金積立金１項基金積立金１目基金積立金、基金積立金１,２２１万１,０００円に

つきましては、介護給付準備基金積立金の追加であります。

次に、２、歳入について御説明いたします。

６ページをお開き願います。

４款国庫支出金２項国庫補助金３目保険者機能強化推進交付金２２１万１,０００円に

つきましては、令和元年度保険者機能強化推進交付金の交付に伴う追加であります。

５款支払基金交付金１項支払基金交付金２目地域支援事業交付金２１万７,０００円に

つきましては、平成３０年度地域支援事業費の実績精査に伴う地域支援事業交付金の過年

度分の追加であります。

８款繰入金２項基金繰入金１目介護給付準備基金繰入金２,０１７万円の減額につきま

しては、繰越金充当によるものです。

９款繰越金１項繰越金１目繰越金６,３０５万２,０００円につきましては、平成３０年

度介護サービス等給付費の実績精査による前年度繰越金の追加であります。

以上で説明を終わります。

大川水道課長。○議長（前田篤秀君）

議案第２１号令和元年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補○水道課長（大川寿雄君）

正予算（第１号）について御説明いたします。

令和元年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定

の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３,２８２万３,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,３４１万円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま



－ 57 －

《令和２年３月５日》

す。

地方債の補正につきましては、「第２表地方債補正」により御説明いたします。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

１款分担金及び負担金につきましては、１項分担金を５０万円減額し、総額を５０万円

とするものです。

２款使用料及び手数料につきましては、２項手数料を１万円減額し、総額を２９３万

３,０００円とするものです。

３款繰入金につきましては、１項他会計繰入金を１,１２６万１,０００円減額し、総額

を７０２万７,０００円とするものです。

４款繰越金につきましては、１項繰越金に１４１万３,０００円を追加し、総額を１４

１万４,０００円とするものです。

５款諸収入につきましては、１項雑入に１４３万５,０００円を追加し、総額を１４３

万６,０００円とするものです。

６款町債につきましては、１項町債を２,３９０万円減額し、総額を３,０１０万円とす

るものです。

これによりまして、歳入合計７,６２３万３,０００円から３,２８２万３,０００円を減

額し、総額を４,３４１万円とするものです。

次に、歳出について御説明いたしますので、次のページをお開き願います。

１款個別排水処理費につきましては、１項個別排水処理費を３,２８２万３,０００円減

額し、総額を４,１２４万４,０００円とするものです。

これによりまして、歳出合計７,６２３万３,０００円から３,２８２万３,０００円を減

額し、総額を歳入歳出同額の４,３４１万円とするものです。

次に、第２表、地方債補正について御説明いたします。

３ページ目をごらん願います。

個別排水処理施設整備事業につきましては、事業の執行精査により、限度額を５,４０

０万円から３,０１０万円に変更するものです。

なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と変更ありません。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説

明いたします。

９ページをお開き願います。

１款個別排水処理費１項個別排水処理費１目一般管理費、一般管理事業２９万３,００

０円の減額につきましては、事業の執行精査により手数料を減額するものです。

２目個別排水処理施設整備費、個別排水処理施設整備事業３,２５３万円の減額につき

ましては、事業の執行精査により、浄化槽工事設計業務委託料及び浄化槽設置工事をそれ

ぞれ減額するものです。
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次に、歳入について御説明いたします。

７ページをお開き願います。

１款分担金及び負担金１項分担金１目排水処理費分担金５０万円の減額につきまして

は、個別排水受益者分担金の減額です。

２款使用料及び手数料２項手数料１目個別排水手数料１万円の減額につきましては、個

別排水検査手数料の減額です。

３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１,１２６万１,０００円の減額につき

ましては、一般会計繰入金の減額です。

４款繰越金１項繰越金１目繰越金１４１万３,０００円につきましては、前年度繰越金

の追加です。

５款諸収入１項雑入１目雑入１４３万５,０００円につきましては、消費税及び地方消

費税の確定申告に伴う雑入の追加です。

６款町債１項町債１目個別排水処理事業債２,３９０万円の減額につきましては、個別

排水処理施設整備事業債の減額です。

以上で、議案第２１号の説明を終わります。

続きまして、議案第２２号令和元年度遠軽町水道事業会計補正予算（第２号）について

御説明いたします。

第２条は、令和元年度遠軽町水道事業会計予算第４条、本文括弧書き中「２億３,２４

８万６,０００円」を「２億７０３万円」に、「２億１,４４２万６,０００円」を「１億

７,７７７万４,０００円」に、「６４８万１,０００円」を「１,７６７万７,０００円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。

収入につきましては、第１款資本的収入第１項企業債を９,７７０万円減額、第２項国

庫補助金を５５８万７,０００円減額、第４項工事負担金を４９７万６，０００円減額

し、総額を６億８,６６５万３,０００円とするものです。

支出につきましては、第１款資本的支出第１項建設改良費を１億３,３７１万９,０００

円減額し、総額を８億９,３６８万３,０００円とするものです。

第３条は、予算第５条の企業債の表中、浄水場整備事業の限度額「６億８,３５０万

円」を「５億８,５８０万」に改めるものです。

次のページをお開き願います。

１ページは実施計画、２ページはキャッシュ・フロー計算書、３ページから４ページは予

定貸借対照表で、説明を省略させていただきます。

次に５ページをごらん願います。

補正予算明細により御説明いたします。

資本的収入及び支出の収入、１款資本的収入１項企業債１目企業債９,７７０万円の減

額につきましては、事業の執行精査による水道事業債の減額です。

２項国庫補助金１目国庫補助金５５８万７,０００円の減額につきましては、事業の執
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行精査による簡易水道等施設整備費補助金の減額です。

４項工事負担金１目工事負担金４９７万６,０００円の減額につきましては、事業の執

行精査によるいわね大橋災害関係補償金の減額、工事の見送りによる道道丸瀬布上渚滑線

導水管移設補償金の減額です。

次に、支出につきましては、１款資本的支出１項建設改良費１目拡張費１８節委託料

２,５９１万２,０００円の減額は、事業の執行精査による清川浄水場原水調整池実施設計

業務委託、安国予備水源開発業務委託の減額、事業の見送りによる安国予備水源設計業務

委託の減額、２４節工事請負費１億８８万５,０００円の減額につきましては、事業の執

行精査による白滝浄水場建設工事の減額、工事の見送りによる道道丸瀬布上渚滑線導水管

布設工事の減額です。

２目配水管布設費２４節工事請負費６９２万２,０００円の減額につきましては、事業

の執行精査による水道管布設工事及び水道管布設がえ工事の減額です。

以上で、議案第２２号の説明を終わります。

続きまして、議案第２３号令和元年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第２号）につい

て御説明いたします。

第２条は、令和元年度遠軽町下水道事業会計予算第３条中、「２,１５０万円」を「２,

０３０万円」に改め、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。

収入につきましては、第１款下水道事業収益第２項営業外収益を９０万６,０００円減

額し、総額を１０億３,３９８万６,０００円とするものです。

支出につきましては、第１款下水道事業費用第１項営業費用を１８１万１,０００円減

額し、総額を９億４,５５９万円とするものです。

第３条は、予算第４条本文括弧書中「３億５,１６２万円」を「３億４,９１１万９,０

００円」に、「２億５,４４０万５,０００円」を「２億４,０４８万９,０００円」に、

「繰越利益剰余金処分額６,８５８万５,０００円」を「減債積立金８,０００万円」に改

め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。

収入につきましては、第１款資本的収入第１項企業債を４,９３０万円減額し、第２項

国庫補助金を３,９０２万７,０００円減額、第４項工事負担金を６７万１,０００円減額

し、総額を３億２,２１１万４,０００円とするものです。

支出につきましては、第１款資本的支出第１項建設改良費を９,１４９万９,０００円減

額し、総額を６億７,１２３万３,０００円とするものです。

第４条は、予算第６条の表起債の表中、公共下水道整備事業の限度額「１億８,４９０

万円」を「１億３,５６０万円」に、下水道事業特別措置分の限度額「２,１５０万円」を

「２,０３０万円」に改めるものです。

次のページをお開き願います。

１ページから２ページは実施計画、３ページはキャッシュ・フロー計算書、４ページか

ら５ページは予定貸借対照表で、説明は省略させていただきます。
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次に、６ページをお開き願います。

補正予算明細により御説明いたします。

収益的収入及び支出の収入、１款下水道事業収益２項営業外収益２目国庫補助金９０万

６,０００円の減額につきましては、事業の執行精査による社会資本整備総合交付金の減

額です。

支出につきましては、１款下水道事業費用１項営業費用２目処理場費１８節委託料１８

１万１,０００円の減額は、事業の執行精査による遠軽下水道処理センター機器調査業務

委託の減額です。

７ページをごらん願います。

資本的収入及び支出の収入、１款資本的収入１項企業債１目企業債４,９３０万円の減

額につきましては、事業の執行精査による下水道事業債の減額です。

２項国庫補助金１目国庫補助金３,９０２万７,０００円の減額につきましては、事業の

執行精査による社会資本整備総合交付金の減額です。

４項工事負担金１目工事負担金６７万１,０００円の減額につきましては、事業の執行

精査によるいわね大橋災害関係補償金の減額です。

支出につきましては、１款資本的支出１項建設改良費１目管渠整備費１８節委託料５０

８万８,０００円の減額は、事業の執行精査による公共下水道管渠実施設計調査業務委託

の減額、事業の見送りによる南町ポンプ場創設設計詳細設計業務の減額、２４節工事請負

費１,９２６万８,０００円の減額につきましては、事業の執行精査による公共下水道管渠

工事、公共ます設置工事等の減額、２８節補償金２５０万円の減額につきましては、事業

の執行精査による支障物件移設補償金の減額です。

２目処理場整備費１８節委託料２,０１８万５,０００円の減額につきましては、事業の

見送りによる遠軽下水処理センター実施設計委託の減額、事業の執行精査による単価策定

業務委託の減額、２４節工事請負費４,４４５万８,０００円の減額につきましては、事業

の執行精査による遠軽下水処理センター最初沈殿池設備更新工事の減額です。

以上で、議案第２３号の説明を終わります。

これより、一括上程しました議案７件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、上程の順により各案件ごとに行います。

これより、議案第１７号令和元年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）の質疑を行いま

す。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

２款総務費、１６ページから１７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、３款民生費、１８ページから２１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
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次に、４款衛生費、２２ページから２５ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、６款農林水産業費、２６ページから２９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、７款商工費、３０ページから３１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、８款土木費、３２ページから３９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、９款消防費、４０ページから４１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１０款教育費、４２ページから５３ページ。○議長（前田篤秀君）

岩澤議員。

４５ページにあります小学校情報通信ネットワーク環境整備工○１４番（岩澤武正君）

事、これ中学校も同じなのですが、この整備工事、端末を子どもたちに持たせるというこ

となのですが、学校の設備としては、有線でやるのか無線ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉというので

しょうけれども、これはどちらでやるのか決まっているのでしょうか。

村上総務課長。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問についてお答えいたします。○総務課長（村上裕和君）

通信のほうにつきましては、Ｗｉ－Ｆｉ通信で行います。校内の整備ですけれども、主

にスイッチ、あとケーブル、アクセスポイント、電源キャビネット等の工事が行われます

が、それまでの通信のケーブルにつきましては、そこまではケーブルを配置いたします。

以上です。

岩澤議員。○議長（前田篤秀君）

それはもう、国からの指示でもう決定していると。Ｗｉ－Ｆｉ○１４番（岩澤武正君）

を使うということは、決定しているということですか。変えられないということですか。

村上総務課長。○議長（前田篤秀君）

そのとおりでございます。○総務課長（村上裕和君）

岩澤議員。○議長（前田篤秀君）

私は、ある新聞で投稿を見たのです。これ、環境ジャーナリス○１４番（岩澤武正君）

ト、いのち環境ネットワーク代表の加藤やすこさんという方が投稿したものですが、「５

Ｇ電磁波、本当に安全か」という表題で、高速無線ＬＡＮを学校に配置するのはちょっと

問題があるのではないかということなのです。学校環境は、ケーブルで接続する有線ＬＡ

Ｎとは違って、子どもたちの被曝量をふやしますと。海外では、無線ＬＡＮを導入した学

校で、心疾患や電磁波過敏症、発達障害の悪化などが発生して、校内の電磁波対策を実施

した国や自治体もありますということで、外国の例では、２０１２年にイスラエルでは、

教育省が学校に無線、有線ＬＡＮを導入すると発表したのですが、電磁波過敏症の子ども
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を持つ保護者らが、無線ＬＡＮの導入の禁止を求めて裁判を起こしました。翌年、これは

条件つきで有線ＬＡＮを基本としたと。変えたということです。それから、イスラエル、

フランスでは、保育園や幼稚園で無線ＬＡＮの使用を禁止していると。これ、有害だとい

うことです。

フランス食品環境労働安全衛生庁は、子どもへの影響を調査したのだそうです。その結

果、成長中の子どもは、最も被曝しやすい集団だとみなされるべきだとして、健康や記憶

力、集中力に悪影響を与える可能性があるということを２０１６年に認めています。

同じ年に、アメリカのメリーランド州は、科学文献を調べた上で、学校には有線ＬＡＮ

にするよう勧告したということです。日本でも、これを、無線ＬＡＮを有線にするとか、

無線ＬＡＮの切りかえスイッチをちゃんとやるというようなことで対応しているというと

ころもあるそうなのです。とにかく、このＷｉ－Ｆｉというのは、小さな子どもたちに

とって有害だということが、外国では検証されているのですが、こういう有害なものを子

どもたちの健康を預かる、健全な発達を預かる教育委員会が、遠軽町の学校に設置してい

いものかどうなのかという気はするのですが、その辺、どのように考えられますか。

大貫部長。○議長（前田篤秀君）

お答えいたします。○教育部長（大貫雅英君）

今の段階で、国のほうから無線ＬＡＮが有害であるというような説明は受けておりませ

んので、今の国の考えのとおり補正をして出していきたいということでございます。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

いいですか。終わり。○１４番（岩澤武正君）

ほかに。３回やったから。まだ、後から聞いてあれして。○議長（前田篤秀君）

ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１１款災害復旧費、５４ページから５５ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１２款公債費、５６ページから５７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

９款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１０ページから１１ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１０款地方特例交付金、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１１款地方交付税、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１３款分担金及び負担金、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）



－ 63 －

《令和２年３月５日》

次に、１５款国庫支出金、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１６款道支出金、１０ページから１３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１７款財産収入、１２ページから１３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１８款寄附金、１２ページから１３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１９款繰入金、１２ページから１３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２０款繰越金、１２ページから１３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２１款諸収入、１２ページから１３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２２款町債、１２ページから１５ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第２表、継続費補正、３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第３表、繰越明許費、４ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第４表、地方債補正、５ページから６ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって議案第１７号の質疑を終わります。

次に、議案第１８号令和元年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の質疑

を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

１款総務費、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２款保険給付費、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

４款道支出金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

９款国庫支出金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって議案第１８号の質疑を終わります。

次に、議案第１９号令和元年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の質

疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１款後期高齢者医療保険料、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって議案第１９号の質疑を終わります。

次に、議案第２０号令和元年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第４号）の質疑を行

います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

２款保険給付費、８ページから１１ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、３款地域支援事業費、１２ページから１５ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、４款基金積立金、１６ページから１７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

４款国庫支出金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、５款支払基金交付金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、８款繰入金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、９款繰越金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって議案第２０号の質疑を終わります。

次に、議案第２１号令和元年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正予算（第１号）の
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質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

１款個別排水処理費、９ページから１０ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１款分担金及び負担金、７ページから８ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２款使用料及び手数料、７ページから８ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、３款繰入金、７ページから８ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、４款繰越金、７ページから８ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、５款諸収入、７ページから８ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、６款町債、７ページから８ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第２表、地方債補正、３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって議案第２１号の質疑を終わります。

次に、議案第２２号令和元年度遠軽町水道事業会計補正予算（第２号）の質疑を行いま

す。

質疑は、実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表を省略して、補正

予算明細により行います。

資本的収入及び支出、５ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって議案第２２号の質疑を終わります。

次に、議案第２３号令和元年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第２号）の質疑を行い

ます。

質疑は、実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表を省略して、補正

予算明細により行います。

収益的収入及び支出、６ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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次に、資本的収入及び支出、７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって議案第２３号の質疑を終わります。

以上で、議案７件の質疑を終わります。

これより、一括上程しました議案７件を採決いたします。

採決は、上程の順により各案件ごとに行います。

これより、議案第１７号令和元年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）を採決いたしま

す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第１８号令和元年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を採決

いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第１９号令和元年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を採

決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第２０号令和元年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第４号）を採決いた

します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第２１号令和元年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正予算（第１号）を

採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）
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したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第２２号令和元年度遠軽町水道事業会計補正予算（第２号）を採決いたしま

す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第２３号令和元年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第２号）を採決いたし

ます。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２７ 議案第３号

日程第２７ 議案第３号遠軽町合葬墓条例の制定についてを議題○議長（前田篤秀君）

とします。

令和元年第８回定例会において付託しました民生常任委員会から審査報告が提出されて

おりますので、委員長の報告を求めます。

佐藤民生常任委員長。

－登壇－○民生常任委員長（佐藤 昇君）

令和元年第８回遠軽町議会定例会におきまして、民生常任委員会に付託されました議案

第３号遠軽町合葬墓条例の制定について、遠軽町議会会議規則第７７条の規定により審査

結果を報告いたします。

本条例につきましては、高齢化や核家族化が進み、個人で墓地を建立することが難し

い、または墓地を墓じまいし、町外の寺社や墓苑に改葬する方が増加していることを考慮

し、遠軽町合葬墓を設置するため、必要な事項を定めるものです。

本委員会において、委員会審査を令和２年１月２１日、２月２６日に行い、原案のとお

り可とすることを決定したものであります。

以上で、民生常任委員会に付託されました議案１件の報告を終わります。

これより、委員長報告に対する質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第３号遠軽町合葬墓条例の制定についてを採決いたします。

本案に対する委員長報告は可とするものです。本案は、討論を省略して、委員長報告の
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とおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。

３時１０分まで、暫時休憩します。

午後 ２時５８分 休憩

──────────────

午後 ３時０９分 再開

会議を再開します。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎日程第２８ 議案第１４号から日程第２６ 議案第２１号

日程第２８ 議案第２４号令和２年度遠軽町一般会計予算、日程○議長（前田篤秀君）

第２９ 議案第２５号令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計予算、日程第３０ 議案第

２６号令和２年度遠軽町後期高齢者医療特別会計予算、日程第３１ 議案第２７号令和２

年度遠軽町介護保険特別会計予算、日程第３２ 議案第２８号令和２年度遠軽町個別排水

処理事業特別会計予算、日程第３３ 議案第２９号令和２年度遠軽町水道事業会計予算、

日程第３４ 議案第３０号令和２年度遠軽町下水道事業会計予算、以上、議案７件は関連

がありますので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

堀嶋財政課長。

議案第２４号令和２年度遠軽町一般会計予算について説明い○財政課長（堀嶋英俊君）

たします。

令和２年度遠軽町一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１９５億９,１００万円とするものです。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」により

説明いたします。

継続費は、「第２表継続費」により説明いたします。

地方債は、「第３表地方債」により説明いたします。

一時借入金は、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による借入れの最高額を２５億

円とするものです。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算の歳入から説明いたします。

１款町税につきましては、１項町民税１０億１,０２１万７,０００円、２項固定資産税

８億１,４８９万円、３項軽自動車税５,４９７万７,０００円、４項たばこ税１億４,５８

３万９,０００円、５項入湯税２７０万円、６項都市計画税９,７４２万６,０００円を合

わせ、総額を２１億２,６０４万９,０００円とするものです。
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２款地方譲与税につきましては、１項地方揮発油譲与税４,５００万円、２項自動車重

量譲与税１億２,５００万円、３項森林環境譲与税４,６００万円を合わせ、総額を２億

１,６００万円とするものです。

３款利子割交付金につきましては、２００万円とするものです。１項同額です。

４款配当割交付金につきましては、４００万円とするものです。１項同額です。

５款株式等譲渡所得割交付金につきましては、２５０万円とするものです。１項同額で

す。

６款法人事業税交付金につきましては、１,７００万円とするものです。１項同額で

す。

７款地方消費税交付金につきましては、４億５,０００万円とするものです。１項同額

です。

８款環境性能割交付金につきましては、２,５００万円とするものです。１項同額で

す。

９款国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、４００万円とするもので

す。１項同額です。

１０款地方特例交付金につきましては、１,０００万円とするものです。１項同額で

す。

１１款地方交付税につきましては、６６億６,３００万円とするものです。１項同額で

す。

１２款交通安全対策特別交付金につきましては、２２０万円とするものです。１項同額

です。

１３款分担金及び負担金につきましては、５,８７４万１,０００円とするものです。１

項同額です。

１４款使用料及び手数料につきましては、１項使用料３億３,８７４万６,０００円、２

項手数料４,９３５万９,０００円を合わせ、総額を３億８,８１０万５,０００円とするも

のです。

１５款国庫支出金につきましては、１項国庫負担金６億９４７万２,０００円、２項国

庫補助金１２億１,９５７万円、３項委託金３６４万３,０００円を合わせ、総額を１８億

３,２６８万５,０００円とするものです。

１６款道支出金につきましては、１項道負担金４億５,７７５万６,０００円、２項道補

助金１億２,３４３万７,０００円、３項委託金４,９２０万４,０００円を合わせ、総額を

６億３,０３９万７,０００円とするものです。

１７款財産収入につきましては、１項財産運用収入６,７１２万４,０００円、２項財産

売払収入１,０８０万５,０００円を合わせ、総額を７,７９２万９,０００円とするもので

す。

１８款寄附金につきましては、３,０００円とするものです。１項同額です。
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１９款繰入金につきましては、１１億９,８５０万９,０００円とするものです。１項同

額です。

２０款繰越金につきましては、２億円とするものです。１項同額です。

２１款諸収入につきましては、１項延滞金、加算金及び過料６０万２,０００円、２項

町預金利子１,０００円、３項貸付金元利収入２,０４３万円、４項受託事業収入１５５万

７,０００円、５項雑入１億９,３２９万２,０００円を合わせ、総額を２億１,５８８万

２,０００円とするものです。

２２款町債につきましては、５４億６,７００万円とするものです。１項同額です。

これにより、歳入合計を１９５億９,１００万円とするものです。

次に、歳出について説明いたします。

１款議会費につきましては、８,４１５万４,０００円とするものです。１項同額です。

２款総務費につきましては、１項総務管理費７２億８,８３１万５,０００円、２項徴税

費２,０５２万７,０００円、３項戸籍住民基本台帳費１,９９９万円、４項選挙費７２万

１,０００円、５項統計調査費１,５１５万８,０００円、６項監査委員費２０７万８,００

０円を合わせ、総額を７３億４,６７８万９,０００円とするものです。

３款民生費につきましては、１項社会福祉費２１億３,４１１万７,０００円、２項児童

福祉費７億６,８２８万６,０００円を合わせ、総額を２９億２４０万３,０００円とする

ものです。

４款衛生費につきましては、１項保健衛生費５億８,５８３万７,０００円、２項清掃費

７億３７０万５,０００円を合わせ、総額を１２億８,９５４万２,０００円とするもので

す。

５款労働費につきましては、２,２４６万９,０００円とするものです。１項同額です。

６款農林水産業費につきましては、１項農業費３億８,７１５万５,０００円、２項林業

費１億２,６２８万９,０００円を合わせ、総額を５億１,３４４万４,０００円とするもの

です。

７款商工費につきましては、８億９,００８万９,０００円とするものです。１項同額で

す。

８款土木費につきましては、１項土木管理費７０７万２,０００円、２項道路橋梁費１

０億５,９３３万円、３項河川費１,８２４万６,０００円、４項都市計画費１億５８９万

４,０００円、５項下水道費４億８,３１８万６,０００円、６項住宅費４億２,１９６万

１,０００円を合わせ、総額を２０億９,５６８万９,０００円とするものです。

９款消防費につきましては、８億７,４９３万３,０００円とするものです。１項同額で

す。

１０款教育費につきましては、１項教育総務費１億８,８３６万４,０００円、２項小学

校費１億７,４８８万２,０００円、３項中学校費１億４,８３６万５,０００円、４項学校

給食費２億２,５１２万円、５項社会教育費１億９,５０８万２,０００円、６項保健体育
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費２億２,６６２万６,０００円を合わせ、総額を１１億５,８４３万９,０００円とするも

のです。

１１款災害復旧費につきましては、１,２１０万円とするものです。１項同額です。

１２款公債費につきましては、２３億９,０９４万９,０００円とするものです。１項同

額です。

１３款予備費につきましては、１,０００万円とするものです。１項同額です。

これにより、歳出合計を１９５億９,１００万円とし、歳入歳出同額とするものです。

次に、第２表、継続費について説明いたします。

継続費につきましては、２款総務費１項総務管理費、遠軽ラジオ局放送機器更新事業、

総額を１億４,２９３万４,０００円、年割額を令和２年度６,９８７万２,０００円、令和

３年度７,３０６万２,０００円、芸術文化交流プラザ外構等整備事業、総額を１億４,９

４０万８,０００円、年割額を令和２年度９９５万円、令和３年度１億３,９４５万８,０

００円とするものです。

次に、第３表、地方債について説明いたします。

地方債につきましては、遠軽ラジオ局放送機器整備事業から臨時財政対策債まで、限度

額の総額を５４億６,７００万円、起債の方法、利率、償還の方法をそれぞれ記載のとお

りとするものです。

主要な工事の概要につきましては、赤番１０、工事関係説明資料により担当から説明い

たします。その他の事業につきましては、赤番９、予算概要説明書を御参照願います。

以上で説明を終わります。

高橋住民生活課長。○議長（前田篤秀君）

それでは、赤番１０をごらんください。○住民生活課長（高橋静江君）

１ページをお開き願います。

ラジオ聴取環境整備事業遠軽ラジオ局放送機器更新工事につきまして御説明いたしま

す。

１ページは、役場から見たラジオ局との位置関係を示しております。

２ページは、見晴牧場に隣接の遠軽ラジオ局の位置図であります。

遠軽ラジオ局につきましては、平成６年度に町が事業主体となって、民放２者、札幌テ

レビ放送、北海道放送のラジオ局を開設し、町の行政財産として維持管理をしておりま

す。民放２者との協定書に基づき、施設維持に係る費用は町が負担することとなってお

り、これまでも定期的な点検や部品交換、修繕等を行っているところです。

関係規則無線設備規則の改正によりまして、２０２２年、令和４年１１月までに機器の

更新をしなければ、ラジオの電波を受信することができなくなり、また機器の製作に相当

な期間を要することから、令和２年度から令和３年度の２カ年で整備を行うものです。

総体の工事費は、１億４,２９３万４,０００円で、工事内容としては、機器の更新のほ

か老朽化により取りかえ時期にある内設ケーブルについてもあわせて工事を行うものであ



－ 72 －

《令和２年３月５日》

ります。

このうち、令和２年度につきましては、６,９８７万２,０００円を計上するもので、放

送機器の作製期間としては１０カ月を見込んでおります。

以上で説明を終わります。

続きまして、３ページをお開き願います。

テレビ視聴環境整備事業有線テレビ放送用無停電電源装置更新工事について御説明いた

します。

この位置図は、現在無停電装置が設置されている白滝総合支所を示しております。平成

２１年度に設置の無停電電源装置につきましては、設置後１０年を経過し、交換年限を過

ぎているため、停電時のテレビ放送に支障があることから、交換をするものであります。

以上で説明を終わります。

今井地域拠点施設準備室参事。○議長（前田篤秀君）

地域拠点施設整備事業について御説明いたし○地域拠点施設準備室参事（今井昌幸君）

ます。

４ページをごらんください。

地域拠点施設整備事業の位置図であります。今年度に引き続き、建設工事を実施するも

のでありまして、③、④は令和２年度に新たに計上するものであります。

５ページをごらんください。

（仮称）えんがる町民センター建設工事に係る配置図であります。令和３年３月の完

成、そして７月ごろの開館を目指し、工事を進めているところでございます。

次に、６ページをごらんください。

（仮称）えんがる町民センター外構等整備工事に係る配置図でありまして、今年度から

引き続き、②（１）の駐車場などの外構工事や②（２）の岩見通の改築工事を、建設本体

工事の進捗にあわせながら行うものでありまして、駐車場や道路の路盤などの工事を行う

ものであります。

次に、７ページをごらんください。

芸術文化交流プラザ太陽光発電設備設置工事の配置図であります。

次のページの平面図をごらんください。

建物屋上の太枠で囲った部分に太陽光パネル４０枚を設置するとともに蓄電池を設置

し、平常時には、スマホや各部屋への電力供給を行います。また、この施設は、福祉セン

ターにかわる避難施設になりますので、災害時には、スマホなどへの電力を供給するもの

でございます。

９ページをごらんください。

芸術文化交流プラザ外構等整備工事としまして、令和２年度から令和３年度の継続費を

新たに計上するものでございます。６ページで説明いたしました外構等整備工事におい

て、駐車場や道路の路盤工などを行っておりますが、この外構等整備工事では、駐車場や
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岩見通等の舗装や区画線、センターラインなどの塗装のほか、建物の岩見通に面した部分

の階段工事や看板などのサイン工事、フェンス工事などを行うものであります。

以上で説明を終わります。

鴻上白滝総合支所長。○議長（前田篤秀君）

１０ページをごらんください。○白滝総合支所長（鴻上栄治君）

白滝総合支所庁舎外壁改修工事の平面図及び立面図でありまして、①で囲っている箇

所、木造部分を改修する工事でございます。

工事概要につきましては、羽目板仕上げ２０９平方メートルほかであります。木造部分

の既存の羽目板が経年劣化により、腐食、穴あきなどがありまして、これらを張りかえ、

改修する工事でございます。

以上で説明を終わります。

高橋住民生活課長。○議長（前田篤秀君）

１１ページをお開き願います。○住民生活課長（高橋静江君）

交通安全施設管理事業遠軽地域生活安全灯改修工事につきまして御説明いたします。

この位置図は、遠軽地域において改修を予定している８基の改修場所を示しておりま

す。生活安全灯の改修につきましては、水銀灯からＬＥＤ等に改修することにより、省エ

ネルギーの推進や維持費の削減に加え、交通安全の推進及びマイマイガ等の害虫等が寄り

つきづらくなることから、平成２５年度より整備を進めているところであります。令和２

年度につきましては、遠軽地域生活安全灯改修工事といたしまして、南町１丁目国道２４

２号遠軽橋から南町３丁目遠軽信用金庫本店南町出張所横までの２灯型８基をＬＥＤ灯に

改修するものです。

以上で説明を終わります。

続きまして、１２ページをお開き願います。

生活安全灯管理事業駅前線防犯灯設置工事について御説明いたします。

この位置図は、丸瀬布地域の駅前通から西町方面、西町１の１８、中町８４の２の区間

に１灯型の防犯灯を新規に設置する場所を示しております。駅前線は、延長１１０メート

ルの無舗装区間であり、通学路にもなっていることから、児童生徒や歩行者の安全かつ防

犯上の観点から、ＬＥＤの防犯灯４基を設置するものであります。事業の効果といたしま

しては、この防犯灯の設置により、夜間、西町地区の住民は、中央公民館から最短距離の

通路を通行することができ、またこの工事によりまして、駅前線と西町８号線の町道全て

について防犯灯が設置されることになります。

以上で説明を終わります。

伊藤丸瀬布総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

１３ページをお開き願います。○伊藤丸瀬布総合支所産業課長（伊藤雅彦君）

４款衛生費の上武利地区給水事業に予算計上しております上武利地区専用水道施設外構

整備工事の位置図となります。
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次に１４ページをごらん願います。

工事概要といたしましては、既存の浄水場及び本年度増設いたしました配水池の２カ所

に施設の安全性を確保するため、フェンス１０４メートルを設置するものでございます。

以上で終わります。

広瀬農政林務課長。○議長（前田篤秀君）

それでは、１５ページの豊里地区営農飲雑用水整備事業○農政林務課長（広瀬淳次君）

工事につきまして御説明いたします。

１５ページは、豊里地区営農飲雑用水整備事業工事の位置図でございます。

豊里地区営農飲雑用水整備事業は、令和元年度設計、２年度から３年度までの計画で、

豊里地区において実施するものでございます。令和２年度の事業といたしましては、図の

①、②、③の区間、１,９６０メートルに水道管を布設していくものでございます。

以上で説明を終わります。

小椋商工観光課長。○議長（前田篤秀君）

７款商工費に係る工事について御説明申し上げます。○商工観光課長（小椋将秀君）

１６ページをお開き願います。

７款商工費のいこいの森管理事業に予算計上しております、いこいの森バンガロー整備

工事の位置図でありまして、具体的には、第２フリーサイトとなります。

工事概要については、平成２０年に太陽の丘えんがる公園から当該公園に移設いたしま

したマッシュルームキャビン８棟全てを高床式バンガローとして整備するものでございま

す。

１７ページをお開き願います。

道の駅遠軽森のオホーツク管理事業の位置図でございます。

次に、１８ページは、道の駅遠軽森のオホーツク管理事業の工事箇所図となっておりま

す。図面番号①は、道の駅遠軽森のオホーツク遊具施設等整備工事です。令和元年度、２

年度の継続工事の２年目で、ツリートレッキング施設整備一式でございます。番号②は、

道の駅遠軽森のオホーツク遊具施設等外構整備工事で、ツリートレッキングに係るフェン

ス、遊歩道、管理棟、看板の整備一式でございます。番号③は、ロックバレースキー場管

理用道路整備工事で、今後のイベント開催やアクティビティ整備などに役立てられる管理

用道路の整備に係る造成工事でございます。番号④は、ロックバレースキー場ドッグラン

施設整備工事で、フェンス、張芝、立木伐採を行う造成工事でございます。番号⑤は、

ロックバレースキー場サマーゲレンデ整備工事で、防草シート、スノーマットの布設を行

う造成工事でございます。番号⑥は、ロックバレースキー場ゲレンデ拡幅整備工事で、う

さぎ平とユートピアコースの一部の木を伐採し、滑走可能面積を広げる造成工事でござい

ます。

以上で説明を終わります。

井上建設課長。○議長（前田篤秀君）
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続きまして、建設課所管に係る工事概要について御説明いた○建設課長（井上隆広君）

します。

１９ページをごらん願います。

遠軽地域の道路橋梁維持事業の位置図でございます。

図面番号①の西町会館通第１号橋長寿命化工事は、清川普通河川にかかる橋梁であり、

橋台及び床版のひび割れ、主桁及び支承部の腐食が著しいことから、かけかえを実施する

ものです。

図面番号②の湯の里原野道路矢の根橋長寿命化工事は、瀬戸瀬川道河川にかかる橋梁で

あり、現況は著しい河床低下により、橋脚区域その一部が露出していることから、河川洗

堀防止工及び補修、補強工を実施するものです。

２０ページは、丸瀬布地域の道路橋梁維持事業の位置図でございます。

図面番号①の上丸第１号線須藤橋長寿命化工事は、丸瀬布川普通河川にかかる橋梁であ

り、現況は、橋台及び床版のひび割れ、主桁及び支承部の腐食が著しいことから、補修・

補強工を実施するものです。

２１ページは、白滝地域の道路橋梁維持事業の位置図でございます。

図面番号①の西区２６号線排水整備工事は、排水設備の老朽化から排水効率及び通行に

支障を来しているため、排水設備の整備を実施するものです。

２２ページは、遠軽地域の道路新設改良事業の位置図でございます。

図面番号①の岩見通道路改良舗装工事は、未改良道路であり、凍上による路面の損傷や

水たまり等が著しく、補修では対応できないことから、改良・舗装を実施するものです。

図面番号②の南町４丁目１号通道路改良舗装工事は、未改良道路であり、凍上による路

面の損傷や水たまり等が著しく、補修では対応できないことから、改良・舗装を実施する

ものです。

図面番号③の宮前２条通道路改良舗装工事は、未改良道路であり、凍上による路面の損

傷や水たまり等が著しく、補修では対応できないことから、改良・舗装を実施するもので

す。

２３ページは、遠軽地域の河川管理事業の位置図でございます。

図面番号①と②のトーウンナイ川河川維持工事は、平成２４年度からの継続事業であ

り、上流から土砂が本河川に流入し、河川断面を埋塞していることから、大雨時の周辺へ

の冠水を防止するため、伐木・土砂除去を実施し、上流については、同路洗堀を受けるお

それがあることから、護岸整備をするものです。

２４ページは、生田原地域の地籍整備事業の位置図でございます。

地籍の明確化を図り、土地の実態把握のため、国土調査法及び国土調査促進特別措置法

に基づき実施するものです。

令和２年度事業内容は、右下凡例のとおり、①は生田原清里でございます。

２５ページは、地籍整備事業永久杭埋設の位置図でございます。令和２年度の事業内容
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は、右下凡例のとおり、①は生田原八重、②及び③は生田原清里でございます。

２６ページは、遠軽地域の街路新設改良事業の位置図でございます。

図面番号①の３・４・３役場通交通バリアフリー歩道整備工事は、バリアフリー法に基

づき、特定経路において、歩行者が安全に通行できる歩道を確保するため、１条中通から

国道２４２号までの遠軽郵便局側について実施するもので、点字ブロックの設置、既設街

路灯７基のＬＥＤ化を行うものです。

２７ページは、遠軽地域の町営住宅管理事業の位置図でございます。

図面番号①の豊里団地公営住宅浄化槽撤去工事は、公共下水道接続に伴い、不要となっ

た合併処理浄化槽の撤去を実施するものです。

２８ページは、生田原地域の定住促進住宅管理事業の位置図でございます。

図面番号①の林友団地定住促進住宅水洗化工事は、生田原地域では公共下水道の整備が

ないことから、合併処理浄化槽を設置して、水洗化を実施するものです。

２９ページは、遠軽地域の町営住宅建設事業の位置図でございます。

図面番号①の末広団地公営住宅長寿命化改修工事は、遠軽町町営住宅長寿命化計画に基

づき、昭和５８年度建設、鉄筋コンクリート造３階建て、１棟１８戸の住戸タイプの変更

を含めた全面的な改修工事を実施するものです。

１枚めくりまして、平面図が３２ページ、立面図が３３ページでございます。

２９ページに戻りまして、図面番号②の学田団地公営住宅解体工事は、簡易耐火構造平

屋建て、１棟４戸を老朽化が著しいことから解体撤去するものです。

３０ページは、丸瀬布地域の町営住宅建設事業の位置図でございます。

図面番号①の水谷団地公営住宅解体工事は、簡易耐火構造平屋建て、１棟４戸を老朽化

が著しいことから解体撤去するものです。

３１ページは、白滝地域の町営住宅建設事業の位置図でございます。

図面番号①のあけぼの団地公営住宅解体工事は、簡易耐火構造平屋建て、２棟８戸を老

朽化が著しいことから解体撤去するものです。

以上で説明を終わります。

山地危機対策室参事。○議長（前田篤秀君）

防災対策事業、防災行政無線移動系設備デジタル化整○危機対策室参事（山地茂樹君）

備工事について説明をします。

令和元年度、２年度の２カ年で整備する２年目であります。

３４ページをごらんください。

令和２年度につきましては、遠軽町丸瀬布総合支所に基地局無線装置整備、丸瀬布地区

の金湧山、３４ページの②の位置付近に、山上局を整備をします。

また、３５ページをごらんください。白滝総合支所に基地局無線装置を整備をし、②の

位置白滝天狗平文化村のロッジ山の家付近におきまして、山上中継局を整備する予定であ

ります。
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以上であります。

高橋住民生活課長。○議長（前田篤秀君）

議案第２５号令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計予○住民生活課長（高橋静江君）

算について御説明いたします。

令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額は歳

入歳出それぞれ２１億７,５６０万８,０００円と定めるものです。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」により

御説明いたします。

一時借入金につきましては、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額を１億円と定めるものです。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算。歳入から御説明いたします。

１款国民健康保険税につきましては、３億３,３９５万１,０００円とするものです。１

項同額です。

２款使用料及び手数料につきましては、１６万円とするものです。１項同額です。

３款前期高齢者交付金につきましては、廃款となり、改めて３款国庫支出金２６８万

４,０００円とするものです。１項同額です。

４款道支出金につきましては、１５億６,７６０万８,０００円とするものです。１項同

額です。

５款財産収入につきましては、１,０００円とするものです。１項同額です。

６款繰入金につきましては、２億７,０８９万２,０００円とするものです。１項同額で

す。

７款繰越金につきましては、１,０００円とするものです。１項同額です。

８款諸収入につきましては、１項延滞金、加算金及び過料３０万４,０００円、２項受

託事業収入１,０００円、３項雑入６,０００円、総額を３１万１,０００円とするもので

す。

これによりまして、歳入合計を２１億７,５６０万８,０００円とするものです。

次に、歳出につきまして御説明いたしますので、２ページをお開き願います。

１款総務費につきましては、１項総務管理費３,３０４万６,０００円、２項徴税費１５

７万１,０００円、３項運営協議会費２５万６,０００円、４項特別対策事業費１,３７４

万６,０００円、総額を４,８６１万９,０００円とするものです。

２款保険給付費につきましては、１５億２,７９８万７,０００円とするものです。１項

同額です。

３款国民健康保険事業費納付金につきましては、１項医療給付費分４億２,２５４万

円、２項後期高齢者支援金等分１億２,００３万５,０００円、３項介護納付金等分３,３

４８万３,０００円、総額を５億７,６０５万８,０００円とするものです。
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４款財政安定化基金拠出金につきましては、２,０００円とするものです。１項同額で

す。

５款保健事業費につきましては、１項保健事業費３３６万９,０００円、２項特定健康

診査等事業費１,７３５万２,０００円、総額を２,０７２万１,０００円とするものです。

６款公債費につきましては、２万５,０００円とするものです。１項同額です。

７款諸支出金につきましては、２０９万６,０００円とするものです。１項同額です。

８款予備費につきましては、１０万円とするものです。１項同額です。

これによりまして、歳出合計を２１億７,５６０万８,０００円とし、歳入歳出同額とす

るものです。

また、予算の詳細につきましては、別冊赤番９、令和２年度遠軽町予算に関する資料

（予算概要説明書）３２３ページから３２５ページまでの資料に添付しておりますので、

御参照願います。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第２６号令和２年度遠軽町後期高齢者医療特別会計予算について御説

明をいたします。

令和２年度遠軽町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額は

歳入歳出それぞれ３億４,３６９万７,０００円と定めるものです。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」により

御説明いたします。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算の歳入から御説明をいたします。

１款後期高齢者医療保険料につきましては、２億３,６０２万８,０００円とするもので

す。１項同額です。

２款使用料及び手数料につきましては、２万円とするものです。１項同額です。

３款広域連合交付金につきましては、１,０００円とするものです。１項同額です。

４款繰入金につきましては、１億７６２万９,０００円とするものです。１項同額で

す。

５款繰越金につきましては、１万３,０００円とするものです。１項同額です。

６款諸収入につきましては、１項延滞金、加算金及び過料２,０００円、２項償還金及

び還付加算金２,０００円、３項雑入２,０００円、総額を６,０００円とするものです。

これによりまして、歳入合計を３億４,３６９万７,０００円とするものです。

次に、歳出につきまして御説明いたしますので、２ページをお開き願います。

１款総務費につきましては、１項総務管理費１７５万２,０００円、２項徴収費２１万

４,０００円、総額を１９６万６,０００円とするものです。

２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、３億４,１２９万３,０００円とす

るものです。１項同額です。
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３款諸支出金につきましては、３３万８,０００円とするものです。１項同額です。

４款予備費につきましては、１０万円とするものです。１項同額です。

これによりまして、歳出合計を３億４,３６９万７,０００円とし、歳入歳出同額とする

ものです。

また、予算の詳細につきましては、別冊赤番９、令和２年度遠軽町予算に関する資料

（予算概要説明書）３２６ページに資料を添付しておりますので、御参照願います。

以上で説明を終わります。

平間保健福祉課長。○議長（前田篤秀君）

議案第２７号令和２年度遠軽町介護保険特別会計予算に○保健福祉課長（平間敏春君）

ついて御説明いたします。

令和２年度遠軽町介護保険特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２１億４,８３７万６,０００円とするものです。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」により

御説明いたします。

一時借入金につきましては、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の最高額を５,０００万円と定めるものです。

歳出予算の流用につきましては、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定によ

り、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計

上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での各項の間の流用とするもので

す。

次のページをお開き願います。

予算書の１ページ、第１表、歳入歳出予算の１、歳入から御説明いたします。

１款介護保険料につきましては、３億４,１７２万３,０００円とするものです。１項同

額です。

２款分担金及び負担金につきましては、８９２万７,０００円とするものです。１項同

額です。

３款使用料及び手数料につきましては、４８３万６,０００円とするものです。１項同

額です。

４款国庫支出金につきましては、１項国庫負担金３億５,０９０万６,０００円、２項国

庫補助金２億４０３万３,０００円を合わせ、総額を５億５,４９３万９,０００円とする

ものです。

５款支払基金交付金につきましては、５億４,９８３万円とするものです。１項同額で

す。

６款道支出金につきましては、１項道負担金２億８,７８６万９,０００円、２項道補助

金１,９６９万３,０００円を合わせ、総額を３億７５６万２,０００円とするものです。

７款財産収入につきましては、１万２,０００円とするものです。１項同額です。
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８款繰入金につきましては、１項一般会計繰入金３億２,９６３万７,０００円、２項基

金繰入金５,０９０万５,０００円を合わせ、総額を３億８,０５４万２,０００円とするも

のです。

９款繰越金につきましては、１,０００円とするものです。１項同額です。

１０款諸収入につきましては、１項延滞金、加算金及び過料１,０００円、２項雑入３,

０００円を合わせ、総額を４,０００円とするものです。

これによりまして、歳入合計を２１億４,８３７万６,０００円とするものです。

次に、２、歳出について御説明いたします。

次のページをお開き願います。

１款総務費につきましては、１項総務管理費１,７１３万円、２項徴収費６３万円、３

項介護認定諸費２,６６２万８,０００円を合わせ、総額を４,４３８万８,０００円とする

ものです。

２款保険給付費につきましては、１項介護サービス等諸費１８億２,６２９万２,０００

円、２項高額介護サービス等費４,０８３万４,０００円、３項高額医療合算介護サービス

等費６０９万５,０００円、４項特定入所者介護サービス等費９,０５５万１,０００円、

５項その他諸費１７０万２,０００円を合わせ、総額を１９億６,５４７万４,０００円と

するものです。

３款地域支援事業費につきましては、１項介護予防・生活支援サービス事業費６,３６

３万６,０００円、２項一般介護予防事業費８８７万１,０００円、３項包括的支援・任意

事業費６,５４２万２,０００円、４項その他諸費２５万円を合わせ、総額を１億３,８１

７万９,０００円とするものです。

４款基金積立金につきましては、１万２,０００円とするものです。１項同額です。

５款公債費につきましては、１万３,０００円とするものです。１項同額です。

６款諸支出金につきましては、２１万円とするものです。１項同額です。

７款予備費につきましては、１０万円とするものです。１項同額です。

これによりまして、歳出合計を２１億４,８３７万６,０００円とし、歳入歳出同額とす

るものです。

なお、事業の内容につきましては、赤番９、令和２年度遠軽町予算に関する資料（予算

概要説明書）３２７ページを御参照願います。

以上で説明を終わります。

大川水道課長。○議長（前田篤秀君）

議案第２８号令和２年度遠軽町個別排水処理事業特別会計予○水道課長（大川寿雄君）

算について御説明いたします。

令和２年度遠軽町個別排水処理事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ７,７３０万３,０００円と定めるものです。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」により
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御説明いたします。

地方債につきましては、「第２表地方債」により御説明いたします。

一時借入金につきましては、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の最高額を５,０００万円と定めるものです。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算の歳入から御説明いたします。

１款分担金及び負担金につきましては、１００万円とするものです。１項同額です。

２款使用料及び手数料につきましては、１項使用料２９６万７,０００円、２項手数料

２万１,０００円、総額を２９８万８,０００円とするものです。

３款繰入金につきましては、１,０１１万４,０００円とするものです。１項同額です。

４款繰越金につきましては、１,０００円とするものです。１項同額です。

５款諸収入につきましては、１００万円とするものです。１項同額です。

６款町債につきましては、６,２２０万円とするものです。１項同額です。

これによりまして、歳入合計を７,７３０万３,０００円とするものです。

次に、歳出について御説明をいたしますので、２ページをお開き願います。

１款個別排水処理費につきましては、７,５０６万２,０００円とするものです。１項同

額です。

２款公債費につきましては、２１９万１,０００円とするものです。１項同額です。

３款予備費につきましては、５万円とするものです。１項同額です。

これによりまして、歳出合計を７,７３０万３,０００円とし、歳入歳出同額とするもの

です。

次に、３ページの第２表、地方債について御説明いたします。

地方債につきましては、個別排水処理施設整備事業の限度額を６,２２０万円、起債の

方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりとするものです。

なお、予算の詳細につきましては、赤番９、令和２年度遠軽町予算に関する資料（予算

概要説明書）３２９ページを御参照願います。

以上で議案第２８号の説明を終わります。

続きまして、議案第２９号令和２年度遠軽町水道事業会計予算について説明いたしま

す。

赤番８、遠軽町企業会計予算書の１ページをお開き願います。

令和２年度遠軽町水道事業会計予算の第２条、業務の予定量につきましては、給水戸数

を９,２０７戸、年間給水量を１６８万４３２立方メートル、１日平均給水量を４,６０４

立方メートル、主要な建設改良工事を清川浄水場滞水池建設工事、水道管布設工事とする

ものです。

第３条、収益的収入及び支出の予定額の収入につきましては、第１款水道事業収益は第

１項営業収益４億８,４７５万５,０００円、第２項営業外収益８,９９４万円を合わせ、
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総額を５億７,４６９万５,０００円とするものです。

支出につきましては、第１款水道事業費用は、第１項営業費用５億４,４１２万６,００

０円、第２項営業外費用２,８２４万９,０００円、第３項予備費２００万円を合わせ、総

額を５億７,４３７万５,０００円とするものです。

第４条、資本的収入及び支出の予定額の収入につきましては、第１款資本的収入は、第

１項企業債５億４,０３０万円、第２項国庫補助金１億４,５７５万円、第３項他会計補助

金６７７万３,０００円、第４項工事負担金４０７万５,０００円、第５項分担金１０万円

を合わせ、総額を６億９,６９９万８,０００円とするものです。

支出につきましては、第１款資本的支出は、第１項建設改良費７億６,７８４万５,００

０円、第２項企業債償還金１億３,７１１万６,０００円を合わせ、総額を９億４９６万

１,０００円とするものです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億７９６万３,０００円につきまし

ては、過年度分損益勘定留保資金ほか記載の財源で補塡するものです。

次のページをお開き願います。

第５条企業債につきましては、上水道整備事業の限度額を５億４,０３０万円、起債の

方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりとするものです。

第６条、一時借入金につきましては、５億円を限度額と定めるものです。

第７条から第９条までの説明は省略させていただきます。

次に、主な事業について御説明いたします。

赤番１０、令和２年度遠軽町予算に関する資料（工事関係説明資料）の３６ページをお

開き願います。

水道事業の工事位置図です。

①清川浄水場滞水池建設工事は、原水の高濁土発生時でも安定した浄水処理を継続させ

るため、滞水池を建設するものです。

３７ページをお開き願います。

新設する滞水池の平面図です。清川浄水場の南側に、容量５,０００立方メートル、鉄

筋コンクリート造で建設するものです。

３６ページにお戻り願います。

②川岸団地２号通ほか水道管布設工事は、下水道工事にあわせ、排水管１５０メートル

を布設するものです。

③私道（入江地先）水道管布設工事は、下水道工事にあわせ、排水管６０メートルを布

設するものです。

④南町４丁目１号通水道管布設替工事は、下水道工事にあわせ、排水管２５０メートル

を布設替えするものです。

⑤私道（澁谷地先）水道管布設工事は、昨年、一昨年に続き、下水道工事に合わせ、配

水管を８０メートル布設するものです。
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⑥宮前２条通水道管布設替工事は、道路改良工事にあわせ、排水管を１２０メートル

布設替えするものです。

⑦の岩見通水道管移設工事は、道路改良工事にあわせ、仮設給水２戸、仕切弁２基を交

換するものです。

次に、３８ページをお開き願います。

丸瀬布地域の工事位置図です。

⑧道道丸瀬布上渚滑線導水管移設工事は、道道丸瀬布上渚滑線に係る岩見橋のかけかえ

工事に伴い、支障となる導水管を２００メートルを移設するものです。

次に、３９ページをお開き願います。

生田原地域の工事位置図です。

⑨生田原安国導水管移設工事は、リゲルファーム敷地内にある導水管３３０メートルを

リゲルファームが実施する暗渠設置工事の支障となることから、町道４８号ニタップ線に

移設するものです。

⑩生田原安国水道管移設工事は、道営農業農村整備事業の農業用排水路整備に伴い、支

障となる排水管５メートルを移設するものです。

なお、予算の詳細につきましては、赤番９、令和２年度遠軽町予算に関する資料（予算

概要説明書）３３０ページと３３１ページを参照願います。

以上で、議案第２９号の説明を終わります。

続きまして、議案第３０号令和２年度遠軽町下水道事業会計予算について御説明いたし

ます。

赤番８、遠軽町企業会計予算書の２５ページをお開き願います。

令和２年度遠軽町下水道事業会計予算の第２条、業務の予定量につきましては、排水戸

数を６,８２７戸、年間有収水量を１３０万１,１００立方メートル、１日平均有収水量を

３,５６５立方メートル、主要な建設改良工事を公共下水道管渠工事、遠軽下水処理セン

ター汚泥貯留槽を建設工事とするものです。

第３条、収益的収入及び支出につきましては、第１款下水道事業収益は第１項営業収益

３億９,５９０万８,０００円、第２項営業外収益６億２,２０１万９,０００円を合わせ、

総額を１０億１,７９２万７,０００円とするものです。

支出につきましては、第１款下水道事業費用は、第１項営業費用８億９,２０９万円、

第２項営業外費用７,３７１万８,０００円、第３項予備費２００万円を合わせ、総額を９

億６,７８０万８,０００円とするものです。

第４条資本的収入及び支出の予定額の収入につきましては、第１款資本的収入は第１項

企業債２億３,０８０万円、第２項国庫補助金２億２,９００万円、第３項他会計補助金

４,５４９万６,０００円、第４項分担金及び負担金８７９万３,０００円を合わせ、総額

を５億１,４０８万９,０００円とするものです。

支出につきましては、第１款資本的支出は、第１項建設改良費４億７,６７０万１,００
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０円、第２項企業債償還金３億９,６７９万７,０００円を合わせ、総額を８億７,３４９

万８,０００円とするものです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億５,９４０万９,０００円につきま

しては、過年度分損益勘定留保資金ほか、記載の財源で補塡するものです。

２６ページをお開き願います。

第５条債務負担行為につきましては、令和２年度融資分の水洗化等工事資金利子補給の

の期間を令和２年度から令和７年度までとし、限度額を借入期間中における融資残高に対

する利子相当額とするものです。

第６条企業債につきましては、公共下水道整備事業の限度額を２億３,０８０万円、起

債の方法、利率、償還の方法につきましては、起債のとおりとするものです。

第７条、一時借入金につきましては、５億円を限度額と定めるものです。

第８条から第９条までの説明は省略させていただきます。

次に、主な事業について御説明いたします。

赤番１０、令和２年度遠軽町予算に関する資料（工事関係説明資料）の４０ページをお

開き願います。

下水道事業の工事位置図であります。

①川岸団地２号通ほか公共下水道工事は、未普及解消を進める管渠整備で、汚水管１３

４メートル、雨水管１２９メートルを布設するものです。

②私道（入江地先）公共下水道工事は、入江國男氏を代表とする私有道路での管渠整備

で、汚水管５０メートルを布設するものです。

③南町４丁目１号通公共下水道工事は、道路改良工事に伴う管渠整備で、汚水管９４

メートル、雨水管１３０メートルを布設するものです。

④私道（澁谷地先）公共下水道工事は、昨年、一昨年に続き、管渠整備を進め、今年度

で整備を完了するもので、汚水管９１メートル、雨水管１０７メートルを布設するもので

す。

⑤市街地３４号線通公共下水道工事は、昨年に続き、岩見通に向かって、雨水管１１２

メートルを布設するものです。

⑥遠軽下水処理センター汚泥貯留槽の建設工事は、汚泥貯留槽１池を建設するもので

す。

⑦遠軽下水処理センター電気設備更新工事は、流量計、濃度計などの計装等設備を更新

するものです。

４１ページをお開き願います。

⑥で説明しました遠軽下水処理センター汚泥貯留槽建設工事の水処理施設平面図です。

黒枠斜線部分が、汚泥貯留槽を建設する場所となります。

続きまして、４２ページをごらん願います。

⑦で説明しました遠軽下水処理センター電気設備更新工事の水処理施設の平面図です。
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丸で囲んだ箇所が流量計、濃度計などの計装等設備を更新する箇所です。

なお、予算の詳細につきましては、赤番９、令和２年度遠軽町予算に関する資料（予算

概要説明書）３３２ページと３３３ページを御参照願います。

以上で、議案第３０号の説明を終わります。

以上をもって、予算の説明を終わります。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎予算審査特別委員会設置の議決

お諮りします。○議長（前田篤秀君）

令和２年度各会計予算７件につきましては、議長を除く全議員による予算審査特別委員

会を設置し、その委員会に付託し、会期中の審査とすることにしたいと思います。これに

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、議長を除く全議員による予算審査特別委員会を設置し、この委員会に付託

し、会期中の審査とすることに決定しました。

暫時休憩します。

午後 ４時 ０９分 休憩

──────────────

午後 ４時３８分 再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

休憩中に予算審査特別委員会が開催され、委員長に竹中議員、副委員長に１１番佐藤議

員が選出されましたので、御報告いたします。

お諮りします。

本日の会議は、これをもって延会したいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本日はこれをもって延会することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎延会宣告

本日はこれをもって延会します。○議長（前田篤秀君）

午後 ４時３９分 散会




